
停留所位置

申請場所 1219-3

名称案伊鈴実業（有）内バランス空間Ran（708）

特定目的地停留所の設置について（報告）資料１ －１
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停留所位置

申請場所 5296-2

名称案かみゆい所つくし（709）

特定目的地停留所の設置について（報告）資料１ －２

申請箇所 標識設置予定箇所
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乗合タクシー特定目的地停留所の名称変更について（ 報告）  

№425旧名称： 服部クリニック（ ）  

№425新名称： こばやし内科・ 呼吸器内科クリニック（ ）  

変更理由： こばやし内科・ 呼吸器内科クリニックからの変更申し出による

（ 令和4年4月13日 新規開院）  

資料１－３ 



事業者 R3.4 R3.5 R3.6 R3.7 R3.8 R3.9 R3.10 R3.11 R3.12 R4.1 R4.2 R4.3 計 平均

亀山交通 377 288 382 313 294 264 289 291 312 241 348 471 3,870 322.5

関タクシー 86 66 133 111 73 79 83 81 74 32 0 0 818 68.2

計 463 354 515 424 367 343 372 372 386 273 348 471 4,688 390.7

年度

事業者 計 平均 計 平均 計 平均 計 平均

亀山交通 314 52.3 1,818 151.5 3,006 250.5 3,870 322.5

関タクシー 38 6.3 302 25.2 735 61.3 818 68.2

計 352 58.6 2,120 176.7 3,741 311.8 4,688 390.7

時間帯別（月平均）　単位：人 曜日別（月平均）　単位：人

時間帯 H30 R1 R2 R3 曜日 H30 R1 R2 R3

9時台 - 34.3 50.9 48.3 月 5.7 16.6 48.7 60.3

10時台 19.8 34.8 53.7 78.8 火 18.3 34.3 45.8 74.8

11時台 10.7 24.5 52.9 78.8 水 13.2 46.4 68.7 70.9

12時台 5.8 22.4 56.8 53.8 木 6.2 25.1 39.2 55.3

13時台 2.5 19.8 29.5 44.7 金 15.3 43.2 79.6 89.1

14時台 17.2 29.4 35.2 35.6 土 - 11.1 29.8 40.3

15時台 2.7 11.5 20.8 26.6

16時台 - - 8.7 18.6

17時台 - - 3.3 5.7

区分

800円 7.20.0 6.8 11.1 遠隔地

1,200円 0.7

9.4 超遠隔地

複数

400円 39.813.8 43.9 27.3

0.3 1.2 2.2 超遠隔地

基本 

金額別（月平均）　単位：人

金額 R3H30 R1 R2 備考

単独

500円 301.539.2 110.8 239.2 基本 

1,000円 28.95.2 12.4 22.7 遠隔地

1,500円 12.70.2 1.6

14.9便/日2.4便/日 6.1便/日 11.9便/日

H30 R1 R2

乗合率 1.1人/便1.2人/便 1.2人/便 1.1人/便

月別延べ利用者数　単位：人

R3

平均利用者数 15.8人/日2.9人/日 7.3人/日 12.7人/日

運行回数 4,398便300便 1,775便 3,493便

亀山交通 3,870人314人 1,818人 3,006人

関タクシー 818人38人 302人 735人

地域停留所 221か所280か所 287か所 290か所

延べ利用者数 4,688人352人 2,120人 3,741人

停留所数 438か所424か所 430か所 434か所

特定目的地停留所 217か所144か所 143か所 144か所

乗合タクシー利用状況（令和３年度実績）

年度 R3H30 R1 R2

登録者数 2,861人1,803人 3,017人 2,865人

1

資料２





１ . 意見募集期間　 　 　 　 　 　 　 令和４ 年４ 月１３ 日（ 水） から５月１３ 日（ 金） まで

３ . ホームページアクセス数　 　 ８９ 件

番号 頁 項目 意見の趣旨 市の考え方 修正点等

1 3
42

第１章１ －５
対象とする交通手
段

第５章５ －２
基本方針１
子どもから高齢者
まで自由に移動で
きる、 利用しやす
く 、 分かりやすい
地域公共交通の実
現

1.  高齢者は強く 意識されている
が、 車イス利用者等の「 障がい者」
の言葉が一言もない。 亀山市のコミ
ニティ ーバスには、 車イスで乗れな
いものが多いと思います。 それを補
う、 民間タクシーには、 車イスのま
ま乗れる「 ＵＤタクシー」 がありま
せん。 今後、 高齢者が多く なり、 車
イス利用者が増加する可能性もあり
ます。
　 現在、 車イス利用者は福祉サービ
スによる移動の支援を受けていると
思います。 しかしながら、 それでは
施設入所者には、 移動は制限されま
す。 車イス利用者が、 普段、 福祉
サービスを受けていないと、 家族に
頼るしかなく なっています。
　 このような状況の中で「 亀山市地
域公共交通計画（ 案） 」 に「 車イス
利用者」 の言葉が一言もないのは、
「 車イス利用者」 は公共交通は使わ
ないとの「 無意識の偏見」 があると
思われ、 仮に、 別の計画に記載され
ていたとしても、 致命的な欠如と言
わざるをえません。

　 ４２ ページの「 ５ －２ 　 地域公共
交通に関する基本的な方針」 におけ
る５つの基本方針のうち、 基本方針
１ において、 「 住み続けられるまち
づく りを目指すため、 子どもや高齢
者、 障がい者など自ら自動車を運転
することが難しい市民のニーズに配
慮します。 」 と位置付け、 運行車両
更新時に応じて、 バス・ タクシー車
両をノンステップバス等へと改善す
るよう取り組むこととしています。
　 また、 ３ ページの「 １－５　 対象
とする交通手段」 において、 令和２
年の地域公共交通の活性化及び再生
に関する法律の改正により、 公共交
通を中心に地域の多様な輸送資源を
総動員しながら、 持続可能な運送
サービスの提供を確保していく とい
う考えから、 福祉有償運送やスクー
ルバス等も地域公共交通計画の対象
となったことを踏まえ、 本計画期間
において、 本市の輸送実態を把握
し、 今後の活用方策を検討すること
としています。

修正なし

2 29 第３ 章３ －３
（ ３） タクシー

2.  タクシーの項目に「 本市には、
～株式会社すばる交通、 ～」 と記載
がありますが、 現在、 亀山の営業所
は予約等は受けていないと思いま
す。

ご指摘いただきました交通事業者の
記載につきましては、 市内に本社ま
たは営業所を有する交通事業者とし
て記載しています。

修正なし

２ . 意見の提出人数・ 件数　 　 　 １ 人・ ２件

亀山市地域公共交通計画 ２ ０ ２ ２ -２ ０ ２ ６ （ 案） に対する意見とその対応について

資料３－１



亀山市地域公共交通計画 ２０２２-２０２６（ 案） に対する意見以外の変更箇所

番号 頁 修正箇所 修正前 修正後 修正理由 

1 18

第３章３－１ 

（ ２） 数値目標の達成状況の表 

東部ルート： 未達成〔 2. 3人/便・ 日〕  

南部ルート： 達成〔 3. 7人/便・ 日〕  

西部ルート： 達成〔 3. 6人/便・ 日〕  

加太地区福祉バス： 未達成〔 2. 0人/便・ 日〕

東部ルート： 達成〔 3. 6人/便・ 日〕  

南部ルート： 未達成〔 2. 3人/便・ 日〕  

西部ルート： 未達成〔 2. 0人/便・ 日〕  

加太地区福祉バス： 未達成〔 3. 7人/便・ 日〕  

誤表記の訂正 

2 19

第３章３－１ 

（ ３） 亀山市の地域公共交通の

主な取組の表 

東部ルートの路線再編 

平成27年10月 専用回数券導入 

平成27年10月 東部ルートの路線再編 

専用回数券導入 

誤表記の訂正 

3 25

第３章３－３ 

コミュニティ系路線 

（ 年度単位） の表（ 備考）  

加太小学校児童、保育園児利用含む 

※ Ｈ27年度から保育園児利用なし 

加太小学校児童、保育園児利用含む 

→ 12Ｈ26. 4. 1より 13便 便 

※ Ｈ27年度から保育園児利用なし 

表記の追加 

4 25

第３章３－３ 

コミュニティ系路線 

（ 年度単位） の表（ Ｒ２）  

加太福祉バス： 5, 823人、2. 0人/便・ 日 

西部Ａルート： 8, 499人、3. 6人/便・ 日 

東部ルート ： 8, 224人、2. 3人/便・ 日 

南部ルート  ： 8, 140人、3. 7人/便・ 日 

加太福祉バス： 8, 140人、3. 7人/便・ 日 

西部Ａルート： 5, 823人、2. 0人/便・ 日 

東部ルート ： 8, 499人、3. 6人/便・ 日 

南部ルート  ： 8, 224人、2. 3人/便・ 日 

誤表記の訂正 

5 26

第３章３－３ 

▼ 利用者数の推移（ コミュニテ

ィ系路線） のグラフ（ Ｒ２）   

南部ルート  ： 8, 140人 

東部ルート ： 8, 224人 

西部Ａルート： 8, 499人 

加太福祉バス： 5, 823人 

南部ルート  ： 8, 224人 

東部ルート ： 8, 499人 

西部Ａルート： 5, 823人 

加太福祉バス： 8, 140人 

誤表記の訂正 

6 27

第３章３－３ 

▼ 1 便あたりの平均乗車人員数

（ コミュニティ系路線）  

のグラフ（ Ｒ２）  

加太福祉バス： 2. 0人/便・ 日 

西部Ａルート： 3. 6人/便・ 日 

東部ルート ： 2. 3人/便・ 日 

南部ルート  ： 3. 7人/便・ 日 

加太福祉バス： 3. 7人/便・ 日 

西部Ａルート： 2. 0人/便・ 日 

東部ルート ： 3. 6人/便・ 日 

南部ルート  ： 2. 3人/便・ 日 

誤表記の訂正 



7 28

第３章３－３のグラフ 輸送人員 

2019. 4： 7, 185人 

2019. 5： 7, 195人 

2019. 6： 7, 841人 

2019. 7： 7, 704人 

2019. 8： 6, 484人 

2019. 9： 7, 448人 

2019. 10： 7, 972人 

2019. 11： 7, 921人 

2019. 12： 7, 759人 

2020. 1： 7, 195人  

2020. 2： 6, 856人 

2020. 3： 5, 022人 

輸送人員 

2019. 4： 7, 261人 

2019. 5： 7, 270人 

2019. 6： 7, 917人 

2019. 7： 7, 770人 

2019. 8： 6, 536人 

2019. 9： 7, 523人 

2019. 10： 8, 068人 

2019. 11： 8, 021人 

2019. 12： 7, 825人 

2020. 1： 7, 247人  

2020. 2： 6, 915人 

2020. 3： 5, 090人 

誤表記の訂正 

8 33

第３章３－４

▼ 利用者1人あたりの運行経費 

の表及びグラフ（ Ｒ２）  

加太福祉バス： 2, 267円/人 

西部Ａルート： 1, 565円/人 

東部ルート ： 2, 023円/人 

南部ルート  ： 1, 463円/人 

加太福祉バス： 1, 622円/人 

西部Ａルート： 2, 285円/人 

東部ルート ： 1, 957円/人 

南部ルート  ： 1, 448円/人 

誤表記の訂正 

9 
42

43

第５章５－２ 

基本方針１～５ 

各基本方針１～５に対応するＳＤＧｓ のマー

クの記載なし 

各基本方針１～５に対応するＳＤＧｓ のマークを

追加 

表記の追加 

10 46
第５章５－３ 

行政の役割の６行目 

コミュニティバスとのとの最適な組み合わせ コミュニティバスとの最適な組み合わせ 誤表記の訂正 
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第１ 章  計画の概要 

1‐ 1  計画策定の背景と目的 

亀山市では、平成２ ９ 年度からの「 第２ 次亀山市総合計画」 において、亀山市のま

ちづく り の将来像として掲げる『 歴史・ ひと・ 自然が心地よい緑の健都 かめやま』

に向けた取組を進めていく こととしており 、 本市が目指すべき姿の実現に向けて、

公共交通が果たすべき役割を整理し、鉄道、バス等、本市に係る全ての地域公共交通

が一体となって機能し、持続可能な公共交通ネッ ト ワークの形成を目指しています。 

亀山市地域公共交通計画（ 亀山市地域公共交通網形成計画、 平成２ ９ 年１ ０ 月策

定） では、「 市民生活に必要な公共交通が効率的・ 効果的に確保され、安全・ 安心で

健やかに生活できるまち」 を目標に、これまでの「 地域生活交通の再編方針（ 平成１

９ 年１ 月策定）」 や「 亀山市地域公共交通計画（ 亀山市地域公共交通連携計画、 平成

２ ５ 年４ 月）」 を継承しながら、持続可能な公共交通体系の構築に向けた取組を行っ

てきました。  

具体的には、西部・ 南部・ 東部ルート や野登・ 白川ルート のコミ ュニティ バス路線

の再編や運賃体系の見直し、平成３ ０ 年１ ０ 月には、新たな交通手段として『 かめや

まのり あいタクシー「 のりかめさん」』 を導入し、 市民の生活に必要な公共交通の充

実を図ったところです。  

今後も、本市では、増加する財政負担などの問題や超高齢社会、人口減少社会など

これまでの課題に加え、 新型コロナウイルス感染症がもたらすニューノ ーマル、 カ

ーボンニュート ラルへの取組、 さらにはデジタル・ ト ランスフォーメ ーショ ン（ Ｄ

Ｘ ） の急速な進展にも対応していく 必要があり ます。  

そこで、 平成２ ９ 年１ ０ 月策定の亀山市地域公共交通計画が令和３ 年度末で期間

満了となること、 また令和２ 年１ １ 月改正の地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律（ 活性化再生法） が施行されたことを受け、新たな「 亀山市地域公共交通計画

（ 以下「 本計画」 という 。 ） 」 を策定するものです。
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1‐ 2  上位・ 関連計画との関係性 

本計画は、第２ 次亀山市総合計画を上位計画とし、亀山市まち・ ひと・ しごと創生

基本戦略、 亀山市都市マスタープラン、 亀山市立地適正化計画等を関連計画とする

「 亀山市の総合的な公共交通政策の方向性等を定める基本計画」 とします。  

関連計画の中でも、 立地適正化計画は「 まちづく り が連携した総合的かつ戦略的

な交通施策を推進するための基本方針」 と位置付けられているため、 立地適正化計

画における「 コンパクト シティ ・ プラス・ ネッ ト ワーク」 の考え方や「 基幹的公共交

通軸の将来イメ ージ」 との整合を図ります。  

また、地域公共交通計画における計画の目標の実現に向けて、観光や環境、福祉等

の分野別計画との連携を図ります。  

▼ 計画の位置付け 

1‐ 3  計画の区域 

本計画のおける計画の区域は、 亀山市の全域とします。  

また、広域連携の観点から、現在でも通勤・ 通学等で密接に関係している近隣市と

の連携を図ります。  

第２次亀山市総合計画 

【関連計画】 

亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

亀山市都市マスタープラン 

亀山市立地適正化計画 

亀山市高齢者福祉計画

亀山市地域公共交通計画 

産業 

観光 
環境 

健康 

福祉 

文化 
歴史 

スポーツ 
教育 

防災 
安全 
消防 

整合 

連
携

【分野別計画】 
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1‐ 4  計画の期間 

計画の期間は、 令和４ 年度から令和８ 年度までの５ 年間とします。  

なお、計画期間中であっても、評価指標の状況や各施策の実施状況、社会情勢等の

変化を踏まえ、 必要に応じて計画の見直しを行います。  

年度
R元

(2019)
R2

(2020)
R3

(2021)
R4

(2022)
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R8

(2026)
R9

(2027)

高齢者福祉計画

まち・ひと・しごと創生総合戦略

公共交通計画

第2次総合計画

立地適正化計画

都市マスタープラン

1‐ 5  対象とする交通手段 

本計画で対象とする主な交通手段は、鉄道及び路線バス、コミ ュニティ バス、民間

タクシー、 乗合タクシーとします。  

なお、 令和２ 年の活性化再生法の改正により 、 公共交通を中心に地域の多様な輸

送資源を総動員しながら、 持続可能な運送サービスの提供を確保していく という 考

えから、 福祉有償運送やスクールバス等も地域公共交通計画の対象となったことを

踏まえ、 本計画期間において本市の輸送実態を把握し、 今後の活用方策を検討しま

す。  

本計画の対象となる交通手段 

公共交通 

福祉有償運送 

路線バス

鉄道民間タクシー

乗合タクシー

企業送迎バス 

スクールバス 

マイカー(送迎) 

不
特
定

利
用
者
特
性

特
定

輸送形態 
輸送量
（低） 

輸送量 
（高）

コミュニティバス
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【 参考】 上位計画と関連計画

（ １ ） 第２ 次亀山市総合計画（ 平成29 年度～令和７ 年度）  

① 将来都市像とまちづく りの基本方針 

第２ 次亀山市総合計画では、将来都市像を「 歴史・ ひと・ 自然が心地よい 緑の

健都 かめやま」 と定め、まちづく りの基本方針を「 市民力・ 地域力が輝く まちづ

く り」 としています。  

■ ■将来都市像                        まちづく りの基本方針 

② 公共交通関連の計画 

基本計画のう ち、公共交通に関連する項目として「 市民が、身近な公共交通網を

利用して、 安全で快適に生活を送っています。」 を目指す姿としています。  

■ 公共交通網の充実 
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（ ２ ） 亀山市まち・ ひと・ しごと創生総合戦略（ 平成27 年度から令和3 年度）  

① 基本的な視点 

本戦略は、国の総合戦略に盛り 込まれた「 まち・ ひと・ しごと創生」 政策５ 原則

の趣旨を踏まえ、 次の視点に基づき効果的に施策を推進します。  

〇「 地域性」 を活かし、既存の取組にとらわれない自由な発想と新たな切り 口で付

加価値を生み出す取組の環境を整えるための施策を推進します。  

〇「 将来性」 を鑑み、都市の成長・ 成熟に合わせて、取組がステッ プアッ プしてい

けるよう 、 スト ーリ ー性を持った施策を推進します。  

〇より 効果的な「 成果」 を生み出せるよう 、ターゲッ ト と期待する効果を明確にし

て施策を推進します。  

〇人口の自然減対策と社会減対策の双方にバランス良く 施策を推進することで、

その相乗効果を発揮させます。  

② 公共交通関連の基本目標と取組項目 

３ ） 快適な交通ネッ ト ワークの構築 

◇ Ｊ Ｒ在来線の利便性向上に向けた働きかけや、市内バス路線の見直し、公共

交通の連携強化や利用促進等により 、効率的で効果的な地域公共交通ネッ ト

ワークの形成を図り ます。  

◇ 市内外をつなぐ広域幹線道路について、地域の産業・ 経済活動や人の交流が

活発化するよう 、計画的な整備の実現に向け取り組むとともに、地域の一体

性の醸成を図るなど、 重点的かつ効果的な市内幹線道路の整備を進めます。 

◇ リ ニア中央新幹線の名古屋以西の早期着工と市内への停車駅の誘致に向け

て、 市民、 事業者などと一体となった取組を積極的に進めます。  
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（ ２ ） 亀山市都市マスタープラン（ 令和元年度～令和９ 年度）  

① 都市づく りの理念 

亀山市都市マスタープランでは、亀山市第２ 次総合計画を踏まえ、都市づく り の

基本理念を「 歴史・ ひと・ 自然が心地よく 、暮らしの中に溶け込んだ都市の姿を継

承しつつ、都市の価値と魅力（ 都市力） の向上により『 持続的に発展し続けられる

健都へ』」 と定めています。  
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② 将来都市像

亀山市の都市づく り の基本理念や土地利用及び都市施設の整備に関する基本方

針を明らかにすることで、 将来にわたり 暮らしやすい都市を形成することを目的

として策定されています。  

亀山市都市マスタープランでは、将来都市構造を以下のよう に設定しています。 

■ 都市づく りの理念 

■ 都市づく りの目標 

目標１  現在の地形特性を守り 活かす都市形成 

目標２  歴史文化資産を活かした都市づく り の推進 

目標３  都市の拠点機能強化 

目標４  まとまり のある居住地の形成 

目標５  都市機能拠点と居住地のつながり の強化 

目標６  近隣市とのつながりの確保による補完関係強化 

▼ 将来都市構造及び断面構成図 



8 

③ 都市づく りの目標 

都市づく り の目標を以下のよう に設定しています。  
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（ ３ ） 亀山市立地適正化計画（ 平成２ ９ 年度から）  

① 立地適正化への方向性 

亀山市立地適正化計画では、立地適正化への基本的な考え方を『 若者（ 就業者）

の定住促進による都市の価値と魅力の向上（ 都市力の向上）』 と設定しています。 

▼ 亀山市立地適正化計画 立地適正化への方向性 
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② 基幹的公共交通軸の将来イメ ージ 

財政負担の軽減と自動車に過度に依存しない都市構造の実現をめざし、 以下の

図に示すよう に鉄道駅周辺に居住誘導区域を指定し、 将来的には鉄道を基幹的公

共交通軸と位置づけ公共交通移動の主軸とします。 このため、 駅のバリアフリ ー

化やダイヤ編成の工夫等利用しやすい仕組みについて鉄道事業者等と検討しま

す。  

広域的都市機能活用のための公共交通ネッ ト ワークとしては、 津市とはＪ Ｒ紀

勢線としますが、 鈴鹿市市街地とは鉄道のネッ ト ワークがないため、 現在のバス

路線を基幹的公共交通軸と位置づけ、 将来も営業路線として継続できるよう 利用

促進策を検討します。  

また、 今後人口減少を迎えるためには職場の確保が重要であり 、 本市の交通の

要衝としての特徴を活かし、 更なる企業誘致が求められます。 その候補地として

は、 亀山・ 関テクノ ヒルズ周辺が都市マスタープランでは産業集積エリアと位置

づけされています。 このエリ アと本市の居住誘導区域の中心である亀山中央居住

誘導区域を基幹的公共交通軸（ バス） でネッ ト ワークを図ることで、 居住誘導と

企業誘致の連携に努めます。  

鉄道駅から離れた居住誘導区域外の集落と都市機能誘導区域とのネッ ト ワーク

については、 鉄道駅の生活圏をベースに、 自主運行バスによる連携を検討しま

す。  

▼ 基幹的公共交通軸の将来イメ ージ 
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③ 居住誘導区域内の公共交通ネッ ト ワークの将来イメ ージ 

居住誘導区域内の公共交通ネッ ト ワークの検討は、 亀山中央居住誘導区域以外

は面積が小さく 、 徒歩及び自転車移動範囲であるため、 亀山中央居住誘導区域に

ついてのみ行います。  

亀山中央居住誘導区域は南北約３ ． ６ ㎞、 東西約２ ． ９ ㎞ですが、 南北は以下

の断面図に示すよう に３ つの高台と２ つの低地部で構成され市街地を連続させる

のが難しい状態です。  

また、 医療・ 福祉の拠点である総合保健福祉センターや医療センターは、 北端

に離れて立地しています。 このため、 居住誘導区域内の移動利便性を確保するた

めには、 循環型の公共交通ネッ ト ワークが不可欠です。 現在も以下の図に示すよ

う に自主運行バス「 さわやか号」 が１ 日１ ２ 本運行されています。 中心部東及び

中心部南地区へのルート はあり ませんが、 中心部東地区は鈴鹿市への基幹的公共

交通軸、 中心部南地区は三重交通廃止代替路線「 亀山椋本線」 が確保されており

この路線と「 さわやか号」 の乗り 換えのスムーズ化を図ることで対応します。  

また、 都市機能誘導区域内は徒歩移動がスムーズに行えるよう 、 歩道の拡幅や

バリア解消に努めます。  

▼ 亀山中央居住誘導区域公共交通ネッ ト ワークの将来イメ ージ 
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（ ４ ） 亀山市高齢者福祉計画（ 令和３ 年度～令和５ 年度）  

① 基本理念 

亀山市高齢者福祉計画では、 第２ 次亀山市総合計画や第２ 次亀山市地域福祉計

画を踏まえて、基本理念を「 高齢者が住み慣れた地域で安心して生き生きと暮らせ

るまち」 としています。  

② 公共交通関連の計画 

施策の展開において、 公共交通に関連する項目として、「 生活支援サービスの提

供」 の中で、 以下の取り 組みを掲げています。  

（ 現状と課題）  

〇高齢者の外出支援については、 新たな公共交通として乗合タクシーを導入し、  

高齢者の外出を促してきましたが、 今後も介護予防の観点から外出支援の重要

性は一層増してきています。  

（ 取り 組み）  

◎ 高齢者の外出支援については、 乗合タクシー制度を含めた公共交通施策を基本

とし、乗合タクシーに乗車することができない高齢者に対しては、タクシー料金

助成事業を継続実施します。  

本計画では、団塊の世代が７ ５ 歳以上（ 後期高齢者） となる令和７ 年（ ２ ０ ２ ５ ）

年、 団塊ジュニア世代が６ ５ 歳以上となる令和２ ２ （ ２ ０ ４ ０ ） 年を見据えて、

これまでの取り 組みを発展させ、 高齢者が住み慣れた地域で安心して自立と尊厳

ある暮らしができるよう 、 基本理念、 基本目標を掲げながら、 高齢者を取り 巻く

あらゆる主体の連携と協力によって「 地域包括ケアマネジャー」 の深化・ 推進を

目指します。  
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第２ 章  亀山市の現状 

2‐ 1  広域的立地特性、 地形特性 

（ １ ） 広域的立地特性 

■ 県内の主要都市である津市、 四日市市、 鈴鹿市の経済圏、 生活圏に内包 

・ 津市、 四日市市、 鈴鹿市いずれの都市からも２ ０ km圏内に位置 

・ Ｊ Ｒ 関西本線及び紀勢本線を存し、 Ｊ Ｒ 亀山駅から鉄道利用で名古屋まで約

７ ５ 分、 津まで約２ ０ 分、 四日市まで約３ ０ 分、 鈴鹿まで約３ ０ 分 

・ 東名阪自動車道、 新名神高速道路、 伊勢自動車道、 名阪国道、 国道 1 号の結

節点

（ ２ ） 地形特性 

■ 鈴鹿山系から連なる丘陵地と 市内を横断する河川により つく られた､高低差のある

地形構造 

・ 市北西部に鈴鹿山系から連なる丘陵地、 市東部に平坦な伊勢平野 

資料； 亀山市交通バリ アフリー構想

亀山

津

四日市

鈴鹿市



14

2‐ 2  社会経済特性 

（ １ ） 人口及び世帯数の動向 

住民基本台帳ベースの本市の人口は、 平成２ ８ 年まで減少傾向にあり ますが、

その後は４ ９ ，５ ０ ０ 人台の人口で推移しています。また、世帯数は、過去１ ０ 年

間で約１ ， ６ ０ ０ 世帯が増加しています。  

地区別の人口をみると、亀山地区が最も多く １ ６ ，５ ６ ５ 人、次いで、井田川地

区１ ２ ， ３ ６ ２ 人、 川崎地区６ ， ９ ２ ９ 人の順になっています。  

▼ 人口・ 世帯数の推移（ 出典： 住民基本台帳各年4 月1 日より ）  

▼ 地区別人口（ 出典： 住民基本台帳令和3 年4 月1 日より ）  
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（ ２ ） 年齢階層別人口の動向 

市内全体の年齢階層別人口の人口割合は、平成２ ３ 年度と比べ、令和３ 年度は生

産年齢人口が減少し、 老年人口は増加、 年少人口は横ばいの状況です。  

地区別にみると、市北東部地域（ 井田川地区、川崎地区） の年齢階層別人口は市

内全体の平均より 年少及び生産年齢人口率が高く 、 老年人口率が低く なっていま

す。昼生地区、野登地区、白川地区、坂下地区、加太地区の年齢階層別人口は市内

全体の平均より 年少及び生産年齢人口率が低く 、老年人口率が高く なっています。

特に、坂下地区では、老年人口率が５ ４ ．８ ％と６ ５ 歳以上の高齢者が過半数を占

めています。

▼ 地区別の年齢階層別人口の構成比（ 令和3 年4 月1 日現在）  

老年人口平均 

33.4％ 

年少人口平均 

11.4％ 

▼ 年齢階層別人口の構成比（ 令和3 年4 月1 日現在）  
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亀山市内 運転免許証返納者数の推移 （ 単位： 人）

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

65-74歳 7 9 15 24 21 - 19 37 41

75歳以上 19 31 38 28 45 - 138 157 122

65歳以上合計 26 40 53 52 66 162 157 194 163

全年齢 26 42 53 56 68 166 161 197 167

（ 各年12月末現在数）

（ ３ ） 運転免許証保有者数の推移 

亀山市内の運転免許証保有者数は、約３ ５ ，０ ０ ０ 人程度で推移していますが、

６ ５ 歳以上の免許証保有者数は、 年々増加傾向にあり ます。  

運転免許証返納者数は、平成２ ９ 年度に大幅に増加し、その後、令和元年度を除

き、ほぼ横ばい傾向にあります。６ ５ 歳以上の運転免許証返納者についても、平成

２ ８ 年度では６ ６ 名でしたが、平成２ ９ 年度では１ ６ ２ 名と急増し、令和元年度を

除いて令和２ 年度までほぼ横ばい傾向にあり ます。  

平成２ ９ 年３ 月１ ２ 日から施行された改正道路交通法により 、 平成２ ９ 年度に

運転免許証返納者数が大幅に増加したと考えられます。改正道路交通法では、高齢

運転者対策の推進が主な改正点のう ちの１ つとなっています。

▼ 運転免許証保有者数（ 出典： 亀山警察署）  ▼ 6 5 歳以上の詳細 

詳

細

▼ 運転免許証返納者数（ 出典： 亀山警察署）  

亀山市内 運転免許証保有数の推移 （ 単位： 人）

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

65-74歳 - - - 5 ,595 5 ,738 5,842 5,919 5 ,919 5 ,978

75歳以上 - - - 2 ,491 2 ,640 2,739 2,862 3 ,021 3 ,102

65歳以上合計 6,805 7 ,333 7 ,787 8 ,086 8 ,378 8,581 8,781 8 ,940 9 ,080

全年齢 34,678 35 ,007 35 ,068 35 ,123 35 ,050 35,167 35,054 35 ,126 35 ,106

（ 各年12月末現在数）

平成29 年3 月12 日より 

改正道路交通法が施行

（ 単位： 人）



17

① 亀山市が目指すべき交通体系の目標像の共有化 

② まちづくりと連携した市内全域で活用できる合理的な公共交通ネットワークの形成 

③ 地域の利用者ニーズを踏まえた効果的運行方式の導入と財政負担の軽減 

④ サービス水準の確保と利用促進を誘導する戦略的行政支援策の展開 

⑤ 地域の主体的取り組みの支援と利用促進策の展開 

幹線的バス路線運行・維持 幹線的バス路線運行・維持 

地域生活バス路線等運行・維持・再編 

運賃体系の見直し等 

地域生活バス路線等運行・維持・再編 

運賃体系の見直し 

運賃収入以外の収入確保に向けた取り組み

公共交通利用促進 

情報提供 

利用促進誘導 

環境対策・バリアフリー化 

地域づくりと一体となった取り組み 

鉄道の利便性向上の要請と利用促進活動 

地域との連携強化 

住民主体の取り組み支援 

バス路線の評価及び地域との連携強化

第３ 章  亀山市の地域公共交通の現状 

3‐ 1  地域公共交通への取組  

（ １ ） 亀山市地域公共交通計画（ 平成29 年10 月策定）  

活性化再生法第５ 条に基づき、 平成２ ９ 年１ ０ 月か

ら令和４ 年３ 月までを期間と し た地域公共交通に関

する計画（ 以下「 前計画」） です。「 市民生活に必要な

公共交通が効率的・ 効果的に確保され、 安全・ 安心で

健やかに生活できるまち」 を目標に、 亀山市のまちづ

く りの方針と連携し、 持続可能な公共交通の実現を図

ってきました。  

市民生活に必要な公共交通が効率的・ 効果的に確保され、
安全・ 安心で健やかに生活できるまち

目標：  

施策 事業 

基本方針 
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（ ２ ） 数値目標の達成状況 

前計画で設定した数値目標とその達成状況は、 次のとおりです。  

評価指標
現状値

（H28年度）
目標値

（R２年度）
達成状況

（R２）

市内バス路線等の利用
者総数 
(乗合タクシー含む) 

310,478人 317,000人以上
未達成 

〔235,740人〕 

コミュニティバス路線等
の利用者総数 
(乗合タクシー含む) 

95,115人 102,000人以上
未達成 

〔74,246人〕 

コミュニティバス路線の１
便あたりの平均乗車人
員数(人/便・日) 

― ― ― 

さわやか号 8.4人/便・日 8.4人/便・日
以上

未達成 
〔5.7人/便・日〕 

野登・白川地区自主
運行バス 

4.8人/便・日 4.8人/便・日
以上

未達成 
〔3.1人/便・日〕 

東部ルート 3.4人/便・日 3.4人/便・日
以上

達成 
〔3.6人/便・日〕 

南部ルート 3.6人/便・日 3.6人/便・日
以上

未達成 
〔2.3人/便・日〕 

西部ルート 2.4人/便・日 2.4人/便・日
以上

未達成 
〔2.0人/便・日〕 

加太地区福祉バス 4.4人/便・日 4.4人/便・日
以上

未達成 
〔3.7人/便・日〕 

市内の鉄道駅の乗車
人員数（1日平均） 

3,405人
〔H27〕

3,400 人以上
達成 

〔3,439人〕 
※ 数値は令和元年度

移動環境に対する不満
割合（％） 

17％
［H23］

15％以下
未達成 

〔16.3％〕 
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（ ３ ） 亀山市の地域公共交通の主な取組 

■ 旧亀山市 

平成10 年5 月 

平成12 年12 月

平成13 年4 月 

平成14 年8 月 

平成16 年10 月

亀山市バス等検討委員会を設置 

シャト ルバス（ さわやか号） の試行的運行開始 

さわやか号の本格運行開始 

実験バスの運行開始（ 平成14 年8 月～平成16 年3 月  20 か月）  

市内バス路線見直しのモデル的・ 試行的運行開始 

（ 野登・ 白川地区自主運行バス・ 乗合タクシー、 事前予約制施設送

迎サービス）  

■ 旧関町 

平成15 年4 月 

平成16 年4 月 

平成16 年7 月 

加太地区福祉バス運行開始 

巡回バス運行開始 

加太地区福祉バス有償化 

■ 亀山市（ 平成17 年1 月  新市施行）  

平成17 月8 月 

平成17 年9 月 

平成17 年10 月

平成19 年1 月 

平成19 年11 月

平成20 年11 月

平成21 年3 月 

平成21 年10 月

平成22 年4 月 

平成25 年4 月 

平成27 年10 月

平成28 年10 月

平成29 年10 月

平成30 年9 月 

平成30 年10 月

平成31 年4 月 

令和2 年7 月 

令和3 年4 月 

事前予約制施設送迎サービスの運行エリ アを全市に拡大 

廃止代替路線バス  白子亀山線運行終了 

※ 暫定措置と し て沿線地区の事前予約制施設送迎サービス利用条

件を緩和 

野登・ 白川地区自主運行バス等を一部改正し運行（ 暫定運行）  

さわやか号運行エリ アを拡大 

新地域生活交通再編事業「 効率的で効果的な新市の生活交通の再編

に向けて」  

バス等検討委員会検討結果報告 

亀山市地域公共交通会議の設置 

→廃止代替路線バス  亀山坂下線の廃止 西部ルート Ａ 運行開始 

東部ルート （ 試験運行）、 南部ルート 運行開始 

廃止代替路線バス  亀山長沢線の廃止 

→営業路線  亀山みずほ台線の営業路線バスと しての運行終了 廃

止代替路線バスとして運行継続 

さわやか号ノ ンステッ プバスへ車両変更 

亀山市地域公共交通計画の策定 

東部ルート の路線再編 

専用回数券導入 

南部ルート の路線再編 

コミ ュニティ バス３ 路線（ さわやか号・ 東部ルート ・ 南部ルート ）

共通回数券の導入 

亀山市地域公共交通計画の改定 

西部ルート の路線再編 

共通回数券を４ 路線に拡大 

事前予約制施設送迎サービス運行終了 

乗合タクシー「 のり かめさん」 運行開始 

乗合タクシー制度改正（ 土曜日運行、 前後30 分運行拡大）  

乗合タクシー制度改正（ 当日予約、運行時間2 時間延長、区域撤廃）

野登・ 白川地区自主運行バスの路線再編（ 野登ルート 、 白川ルート

に分離）  

コミ ュニティ バスの運賃改定 

交通系Ｉ Ｃ カード 、 定期券、 共通回数券を全路線に拡大 

乗合タ クシー制度改正（ 地域間移動（ 公民館の特定目的地停留所

化））  
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▼ 路線バスの再編状況 

≪ ≫  路線再編
野登・白川地区 
自主運行バス 

≪ ≫路線再編
東部ルート

≪ ≫  路線再編
南部ルート(H28)
西部ルート(H29)
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3‐ 2  地域公共交通の現状 

（ １ ） 市内の公共交通網（ 令和３ 年１ ０ 月１ 日現在）  

鉄道

ＪＲ関西本線 

(井田川駅、亀山駅、関駅、加太駅) 
奈良・大阪方面⇔亀山⇔名古屋方面 

ＪＲ紀勢本線(下庄駅) 亀山⇔津・松阪方面 

バス

営業路線 

亀山国府線 
亀山駅⇔鈴鹿回生病院、平田町駅 

鈴鹿中央病院 

亀山関工業団地線 亀山駅⇔亀山・関テクノヒルズ 

廃止代替路線 

亀山みずほ台線 亀山駅⇔みずほ台⇔平田町駅 

亀山椋本線 亀山駅⇔椋本 

コミュニティバス 

さわやか号 
亀 山 駅 周 辺 の公 共 ・ 公 益 施 設 や 病

院・福祉施設を連絡 

野登ルート 亀山駅⇔野登地区 

白川ルート 亀山駅⇔白川地区 

東部ルート 医療センター⇔川崎地区 

南部ルート 亀山駅⇔昼生地区 

西部ルート 医療センター⇔関地区・神辺地区 

加太地区福祉バス 関駅⇔加太地区 

タクシー

乗合タクシー 市内全域 

民間タクシー 

亀山交通㈱ 

関タクシー㈱ 

小菅タクシー㈲ 

㈱すばる交通 

市内全域 

その他

関南部地区スクールバス活用バス 

福祉有償運送 

スクールバス(関地区) 
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3‐ 3  地域公共交通の利用状況 

市内のバス（ 営業路線・ コミ ュニティ 系路線・ 廃止代替路線バス）・ 乗合タクシー・

事前予約制施設送迎サービスの利用者数の推移をみると 、 平成２ ７ 年度までは減少

傾向で、 その後、 平成３ ０ 年度までは約３ １ 万人台とほぼ横ばいで推移していまし

たが、 令和２ 年度は新型コロナウイルス感染症の影響により 、 大きく 減少していま

す。  

（ １ ） 鉄道 

本市には、奈良、大阪・ 名古屋方面を結ぶＪ Ｒ関西本線、亀山・ 津、松阪方面を

結ぶＪ Ｒ紀勢本線が通っており 、井田川駅、亀山駅、関駅、加太駅、下庄駅の計５

駅が設置されています。  

令和元年度の１ 日あたり の乗車人員数は、５ 駅合計で３ ，４ ３ ９ 人です。井田川

駅で増加、下庄や関駅、加太駅で減少しているものの、全体としてはほぼ横ばいで

推移しています。  

▼ 市内の鉄道駅の乗車人員数（ 1 日平均）                         単位： 人 

駅名 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

亀山駅 2,164 2,068 2,084 2,153 2,227 2,203 2,156

井田川駅 642 624 622 632 647 666 688

下庄駅 335 344 353 356 328 322 304

関駅 313 299 283 284 284 246 243

加太駅 71 67 63 64 63 53 48

合計 3,525 3,402 3,405 3,489 3,549 3,490 3,439

（ 資料： 三重県統計書）  

▼ 市内の公共交通総利用者数の推移 （ 単位： 人）
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鉄道の輸送人員は、 令和２ 年３ 月から新型コロナウイルス感染症の影響を

受け、大幅に減少しました。同年４ 月は令和元年同月比で５ ０ ％を割り込み、

令和２ 年度平均でも６ ６ ％という 結果になっています。  

（ ２ ） バス 

市内バス（ 営業路線バス、廃止代替路線バス、コミ ュニティ バス） の総利用者数

は、平成２ ２ 年度から平成２ ８ 年度までは年々減少していましたが、その後、平成

３ ０ 年度までは約３ １ 万人とほぼ横ばいに推移しています。令和元年度以降は、新

型コロナウイルス感染症の影響で減少傾向に転じ、 令和２ 年度の利用者数は２ ３

※ ＪＲ、大手民鉄、地下鉄を除く中部管内５県の中小民鉄等各社（22 社）。いずれ

も、各社実績合計値を令和元年同月値と比較した割合。（ ）内は、回答数。 

（ 資料： 中部運輸局 令和３ 年５ 月１ ３ 日定例記者懇談会）

新型コロナウイルス感染症の影響

▼ JR 各駅別旅客乗車人員の推移 （ 単位： 人）
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１ ，９ ９ ９ 人でした。平成２ ２ 年度の利用者数３ ８ ５ ，７ ９ １ 人と比較すると、１

５ ３ ， ７ ９ ２ 人減少しており 、 約３ ９ ． ９ ％マイナスとなっています。  

廃止代替路線バスの利用者数は、 平成２ ６ 年度まで増加傾向にあり ましたが、

その後、減少に転じ、令和２ 年度の利用者数は４ ７ ，３ ５ ４ 人でした。平成２ ２ 年

度比では、 １ ６ ， ５ ０ ７ 人減少（ 約２ ５ ． ８ ％マイナス） しています。  

コミ ュニティ バスの利用者数は、 ６ 路線合計で年々減少傾向にあり 、 令和２ 年

度の利用者数は７ ０ ， ５ ０ ５ 人でした。 平成２ ２ 年度の利用者数と比較すると、  

４ ５ ， ８ ６ ５ 人減少（ ３ ９ ． ４ ％マイナス） しています。  

営業路線バスの利用者数は、 平成２ ７ 年度まで減少傾向にあり ましたが、 その

後、平成３ ０ 年度までは増加に転じています。令和元年度、令和２ 年度については

大幅に減少しています。  

令和２ 年度の利用者数は新型コロナウイルス感染症の影響により 、 どの路線も

大きく 減少しています。  
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廃止代替路線バス（ バス会計年度（ 10月～9月） ） （ 単位： 人）

路線名（ 便数） H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 備考

総利用人数 28,787 28,499 29,855 31,347 32,072 32,501 31,704 32,360 33,866 33 ,076 28,344

1便当り 4.9 4.8 5 .2 5.7 5 .8 5 .9 5 .7 5 .9 6 .2 6 5.2

総利用人数 35,074 34,723 34,232 34,646 35,938 32,598 33,000 31,978 28,956 26 ,129 19,010

1便当り 5 5 4.9 5 5.2 4 .7 4 .8 4.6 4.2 3.8 2 .8

総利用人数 63,861 63,222 64,087 65,993 68,010 65,099 64,704 64,338 62,822 59 ,205 47,354

1便当り 4.9 4.9 5 .1 5.3 5 .5 5 .2 5 .2 5 .2 5 .2 4 .9 4

亀山みずほ台線
(~H24 .3 ： 1 6便/日)

(H24 .4 ~： 1 5便/日)

亀山椋本線
(平日： 19便/日)

(日・ 祝： 18便/日)

計

全区間での利用者数

（ 鈴鹿市内での移動も含む）

全区間での利用者数
（ 津市内での移動も含む）

営業路線バス（ バス会計年度（ 10月～9月） ） （ 単位： 人）

路線名 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 備考

総利用人数 132,534 132,391 114,707 112,271 113,272 113,259 111,908 110,437 108,789 105,756 84,680

1便当り 13.0 13.7 11.8 11.6 11.7 11.7 11.5 11.4 11.7 11.8 11.1

総利用人数 73,026 71,551 65,621 52,497 40,160 36,505 38,243 41,267 50,346 44,374 29,460

1便当り 7.2 7.4 6 .8 5.5 4 .2 3 .8 4 .0 7 .9 9 .3 7 .6 5 .7

総利用人数 205,560 203,942 180,328 164,768 153,432 149,764 150,151 151,704 159,135 150,130 114,140

1便当り 10.1 10.6 9 .3 8 .6 8.0 7.8 7.8 9 .7 10.5 9 .7 8 .4

計

亀山国府線

亀山関工業団地線

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

総利用人数 385,791 382,097 354,704 334,086 323,169 314,508 309,970 308,284 312,253 296,778 231,999

市内バス等
総利用者数

コミュニティ 系路線（ 年度単位） （ 単位： 人）

路線名（ 便数） H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 備考

総利用人数 40,640 40,887 40,868 39,079 38,144 37,318 36,674 34,985 33 ,467 33 ,075 25 ,219

1便当り 9.3 9.4 9 .4 8.9 8.7 8.5 8.4 8.0 7.7 7.5 5.7

総利用人数 26,439 24,914 23,745 22,637 23,808 24,354 22,716 21,231 20 ,399 17 ,782 14 ,600

1便当り 5.6 5.3 5 .0 4.8 5.0 5.1 4.8 4.5 4.4 3.8 3.1

総利用人数 17,060 15,881 13,159 11,757 11,313 11,970 9,732 10,535 10 ,196 10 ,167 8 ,140

1便当り 5.3 4.9 4 .1 3.7 3.8 5.3 4.4 4.7 4.6 4.7 3.7

総利用人数 10,701 10,930 11,521 12,090 10,966 9,449 8,544 7,741 7 ,293 7 ,952 5 ,823

1便当り 3.0 3.0 3 .2 3.4 3.0 2.7 2.4 2.4 2.5 2.8 2.0

総利用人数 11,063 11,613 10,293 8,800 9,349 7,661 7,948 8,480 9 ,514 9 ,315 8 ,499

1便当り 6.2 6.5 5 .7 5.0 5.2 3.8 3.4 3.6 4.1 4.0 3.6

総利用人数 10,467 10,708 10,703 8,962 8,147 8,893 9,501 9,270 9 ,427 9 ,152 8 ,224

1便当り 5.0 5.1 5 .1 4.3 3.9 4.3 3.6 2.6 2.7 2.6 2.3

総利用人数 116,370 114,933 110,289 103 ,325 101,727 99,645 95,115 92,242 90,296 87,443 70 ,505

1便当り 5.9 5.8 5 .6 5.2 5.1 5.0 4.5 4.3 4.3 4.2 3.4

計

西部Aルート
(12便/日)

→ 1 0Ｈ29 .10 .1再編により12便
便

東部ルート
(6便/日)

→ 8Ｈ27 .10 .1再編により6便 便

南部ルート
(7便/日)

→ 1 2Ｈ28 .10 .1再編により7便 便

さわやか号
(12便/日)

野登・ 白川地区自
主運行バス
(16便/日)

加太福祉バス
(13便/日)

加太小学校児童、保育園児利用含む
→ 1 2H26.4 .1より13便 便

※ H27年度から保育園児利用なし
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▼ 利用者数の推移（ コミ ュニティ 系路線）  

▼ 利用者数の推移（ 廃止代替路線バス）  

▼ 路線バスの総利用者数の推移 
（ 単位： 人）

（ 単位： 人）

（ 単位： 人）
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乗合バスの輸送人員は、 令和２ 年３ 月から新型コロナウイルス感染症の影

響を受け、大幅に減少しました。第１ 回目の緊急事態宣言が解除となった同年

６ 月以降は少し 回復し たものの、 令和２ 年度平均では７ ３ ％と低く なってい

ます。  

※ 中部地域の主要乗合バス２４社。いずれも、各社実績合計値を令和元年同月

値と比較した割合。 

（ 資料： 中部運輸局 令和３ 年５ 月１ ３ 日定例記者懇談会）

新型コロナウイルス感染症の影響

▼ 1 便あたり の平均乗車人員数（ コミ ュニティ 系路線）  
（ 単位： 人）
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市内を運行するコミ ュニティ バスの輸送人員も、同様に大幅な減少となり 、

５ 月の輸送人員は前年の同月と比べて３ ， ０ ０ ０ 人以上も減ってます。  

人

まん延防止重点措置

緊急事態宣言

学校休校
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（ ３ ） タクシー 

本市には、亀山交通株式会社、小菅タクシー有限会社、株式会社すばる交通、関

タクシー株式会社の４ つの民間タクシーが存在します。  

また、平成３ ０ 年１ ０ 月から乗合タクシー（ のりかめさん） を運行しています。  

民間タクシーの利用者数は、 減少傾向にあり ますが、 乗合タクシーの利用者は

徐々に定着しつつあり 、 増加傾向にあり ます。  

▼ かめやまのり あいタクシー（ のりかめさん） 制度 

乗合タクシーは、 乗降場所（ 地域停留所） と公共施設などの目的地（ 特定目的

地停留所） を結ぶ公共交通です。 利用する前日または当日の乗車時刻の１ 時間前

までに予約して、 登録した地域停留所または特定目的地停留所から乗車するもの

です。 市は、 タクシーのメ ーター運賃と利用者が支払う 利用料金の差額を負担し

ています。  

利用できる人 亀山市民で、 運行車両への乗り 降り に介助などが必要なく 、 次の

いずれかに該当し、 事前に利用者登録をされた人 

利用用件 年齢制限

１ 満65 歳以上満75 歳未満で四輪運転免許がない人 
あり  

２ 満75 歳以上の人 

３ 運転免許を自主返納し た人 

なし  ４ 心身的な理由により 四輪運転免許を取得できない人

５ 心身的な理由により 車を運転できない人 

H28 H29 H30 R1

タクシー（亀山交通） 53,341 57,291 55,214 50,339

乗合タクシー － － 352 2,120

合計 53,341 57,291 55,566 52,459

▼ タクシー利用者数の推移 （ 単位： 人）
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利用料金 １ 人１ 乗車につき、 次の利用料金です。  

区分 Ａ ゾーン( 基本)  Ｂゾーン( 遠隔地)  Ｃ ゾーン( 超遠隔地)

単独乗車 ５ ０ ０ 円 １ ， ０ ０ ０ 円 １ ， ５ ０ ０ 円

複数乗車 ４ ０ ０ 円 ８ ０ ０ 円 １ ， ２ ０ ０ 円

運行時間 午前9 時30 分～午後5 時30 分（ 日曜日、 祝日、 年末年始は運休）  

※ 平成30 年度は10 月から翌年3 月までの実績

▼ 乗合タクシー利用者数の推移 （ 単位： 人）

▼ 時間帯別利用者数（ 令和2 年度実績）  （ 単位： 人）

年度 H30 R1 R2

延べ利用者数（ 人） 352 2 ,120 3 ,741

 亀山交通 314 1 ,818 3 ,006

 関タクシー 38 302 735

実利用者数（ 人） 50 313 392

平均利用者数（ 人/日） 2 .4 7 .0 12 .4
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タクシーの輸送人員は、 令和２ 年３ 月から新型コロナウイルス感染症の影

響を受けて大幅に減少し、 同年４ 月と ５ 月は令和元年同月比で３ ３ ％となり

ました。鉄道や乗合バスより も輸送人員は回復せず、令和２ 年度平均は５ ５ ％

となっています。

※ 中部地域の主要タクシー事業者。いずれも、各社実績合計値を令和元年同月

値と比較した割合。（ ）内は、回答数。 

（ 資料： 中部運輸局 令和３ 年５ 月１ ３ 日定例記者懇談会）

新型コロナウイルス感染症の影響

▼ 曜日別利用者数（ 令和2 年度実績）  （ 単位： 人）



32

3‐ 4  地域公共交通維持のための財政負担状況 

地域公共交通を維持するため、 廃止代替路線を含むバス及び乗合タクシーの運行

経費は年々増加し続け、 令和２ 年度では１ 億７ 千万円を超え、 １ ０ 年前と比較する

と約２ ７ ．２ ％の増となっています。それに伴い、国・ 県補助金が増加しているもの

の、 委託料についても増加傾向にあります。  

また、 委託料から乗車徴収金などの歳入を差し引いた実質負担額については、 令

和２ 年度実績で約１ 億５ ０ ０ 万円とこれまでの最高額となっています。  

▼ 委託料及び実質負担（ 委託料から歳入を差し引いた額） の推移（ 歳出） （ 単位： 円）

▼ 委託料及び実質負担額の推移 

※ 廃止代替路線含む。  

年度 運行経費 国･県補助金 委託料 乗車徴収金 県補助金 実質負担 前年比較

H22 134,271,881 - 106,445,660 8,978,200 6,569,000 90,898,460 -

H23 135,961,256 - 109,266,710 9,054,500 6,498,000 93,714,210 2,815,750

H24 135,863,432 - 109,568,070 8,972,350 4,871,000 95,724,720 2,010,510

H25 136,573,360 3,731,500 108,054,600 8,521,300 1,513,000 98,020,300 2,295,580

H26 139,178,725 3,910,000 108,573,084 8,263,750 0 100,309,334 2,289,034

H27 142,393,712 2,967,000 112,720,815 8,009,850 0 104,710,965 4,401,631

△  1 ,6 6 3 ,9 8 1H28 145,229,243 7,308,000 110,853,934 7,806,950 0 103,046,984

△  4 ,7 4 0 ,5 7 5H29 150,723,900 14,158,000 106,756,009 8,449,600 0 98,306,409

△  1 ,1 5 5 ,6 2 6H30 152,103,600 21,478,000 105,358,083 8,207,300 0 97,150,783

R1 161,085,600 19,383,000 109,444,970 7,985,020 0 101,459,950 4,309,167

R2 170,745,141 31,758,000 112,007,070 6,892,993 0 105,114,077 3,654,127
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▼ 利用者1 人あたりの運行経費 （ 単位： 円/人）

（ 単位： 円/人）

路線名 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ H２９ H３０ R０１ R０２

さわやか号 381 386 389 402 428 442 439 458 487 516 701

野登・白川地区
自主運行バス

876 944 995 1,061 1,039 988 1,051 1,127 1,182 1,407 1,821

加太福祉ﾊﾞｽ 720 786 950 1,053 1,081 1,027 1,221 1,144 1,197 1,250 1,622

西部Ａルート 1,458 1,425 1,337 1,327 1,517 1,778 1,833 2,179 1,721 1,552 2,285

1,883 1,773 1,635 1,704 1,957

1,828 1,167 1,283 1,133 1,448

平　均 778 877 892 896 935 989 1,050 1,027 1,028 1,068 1,330

1,438 1,654
東部ルート
南部ルート

1,117 1,092 1,155 1,374
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3‐ 5  地域公共交通計画（ 現計画） の事業進捗状況評価 

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

事業名

5 .バス路線の評価及び
地域との連携強化

地域との連携強化

地域まちづく り協議会との連携等による公共
交通にかかる地域ニーズの把握・ 地域生活バ
ス再編にかかる協議等の実施

地域・ 亀山市

住民主体の取り組み支援

地域が主体となった「 地域自主運行バス」 の
導入の推進と支援体制等の構築

地域・ 亀山市

鉄道の利便性向上の要請と利用促
進活動

鉄道関係の各種同盟会や関係機関、 関係市町
と連携した要望活動の実施

亀山市・ 関係団体・
鉄道事業者

鉄道事業者と連携し、観光誘客を含む鉄道利
用者増へ向けた利用促進啓発活動の実施

亀山市・ 関係団体・
鉄道事業者・ 地域

地域づく りと一体となった取り組
み

バスを活用し、 地域コミ ュニティ の形成に向
けた取り組みの実施（ バス乗り方教室等のバ
スを活用したイベント 開催等）

亀山市・ 三重県・ バ
ス運行事業者・ 地域

市のイベント 時におけるバス利用促進啓発活
動、  商業振興等の関係団体と連携したバス利
用促進活動の実施

地域住民による当事者意識の醸成と各種活動
の実施（ 利用モデルダイヤ作成、 バス停、 付
帯施設及び周辺における環境整備等）

地域・ 亀山市・ バス
運行事業者

バス運行事業者・ 亀
山市

分かりやすいバス系統名の設定及びバス車
両、 バス停等への系統表示

4 .公共交通利用促進

情報提供

乗継拠点における総合案内板の設置、 バス停
案内、 乗継案内表示の充実

亀山市・ バス運行事
業者

地域の観光資源を含むバスマップ及び分かり
やすいダイヤ表の作成、 亀山市ホームページ
の充実等

亀山市・ バス運行事
業者

3 .運賃体系の見直し等

運賃体系の見直し

受益者負担の適正化に関する基準等に準じた
運賃体系の見直し及びバス運賃の見直し

亀山市・ バス運行事
業者

運賃収入以外の収入確保に向けた
取り組み

車内広告、 バス停ネーミ ングライツ、 協賛金
等の導入協議

亀山市・ バス運行事
業者・ 乗合タクシー
運行事業者・ 関係団
体

亀山駅、 あいあい、 その他乗継拠点における
待合環境向上

亀山市・ バス運行事
業者

環境対策・ バリアフリー化

バス車両の改善（ 低公害型車両、 ノンステッ
プバス等）

運行車両更新時に応じて

亀山市・ バス運行事
業者・ 関係団体・ 隣
接市（ 津市・ 鈴鹿
市）

隣接市（ 津市・ 鈴鹿市） 及びバス運行事業者
と連携して、 利用促進啓発活動の実施

亀山市・ バス運行事
業者・ 関係団体・ 隣
接市（ 津市・ 鈴鹿
市）

亀山市・ バス運行事
業者

乗継拠点及び乗継案内等がインターネット 検
索できる仕組みの導入

亀山市・ 三重県・ バ
ス運行事業者

利用促進誘導

回数券の充実、 乗継割引制度や市内全路線共
通回数券の導入協議

亀山市・ バス運行事
業者

加太地区福祉バス（ 加太地区方面） の継続運
行及びサービス水準の維持・ 地域自主運行バ
ス導入等の協議

亀山市・ バス運行事
業者・ 地域

東部ルート （ 井田川・ 川崎地区方面） の継続
運行及びサービス水準の維持

亀山市・ バス運行事
業者・ 地域

南部ルート （ 南部・ 昼生地区方面） の継続運
行及びサービス水準の維持

亀山市・ バス運行事
業者・ 地域

2 .地域生活バス路線等
運行・ 維持・ 再編

地域生活バス等運行・ 維持・ 再編

野登・ 白川地区自主運行バス（ 野登・ 白川地
区方面） の路線再編（ 白川地区方面の路線分
離等） 協議

亀山市・ バス運行事
業者・ 地域

R１ R２ R３

1 .幹線的バス路線運行・ 維
持

幹線的バス運行・ 維持

亀山国府線、 亀山みずほ台線、 亀山椋本線、
亀山関工業団地線、 さわやか号の継続運行及
びサービス水準の維持

事業内容

事業実施年度

実施主体Ｈ29 Ｈ30

関南部地区方面のスクールバスの活用継続・
地域自主運行バスの導入協議

亀山市・ バス運行事
業者・ 地域

乗合タクシーの運行開始（ Ｈ29年度： 制度設
計等・ Ｈ30年度： 運行開始）

亀山市・ タクシー事
業者・ 地域

西部ルート （ 関・ 坂下地区方面） の路線再編
実施（ 神辺地区方面経由）

亀山市・ バス運行事
業者・ 地域

事業実施 連携計画からの継続実施
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注） 事業達成状況の[達成度]の表記・ ・ ・ ・ ・ 「 ◎ 」 ： (概ね)達成、 「 ○ 」 ： 実施段階、 「 △ 」 ： 検討段階

バス路線の再編に当たって、 沿線の地域まちづく り協議会とルート
やダイヤ等の意見交換を行った。 乗合タクシーの導入に当たって
も、 停留所を地域住民が利用しやすいよう 、 同協議会と連携して設
置するなど、 当事者意識の醸成を図った。

○

● 地域まちづく り協議会を中心として沿線の地域
で公共交通の利用促進策について意見交換を行
い、 各地区によるバスを利用した外出イベント が
実現したことで、 利用者増につなげることができ
た。

● バス利用促進グッズにより啓発に努めるととも
に、 行政、 事業者、 地域と連携したバス乗り方教
室を実施により、 特に子どもたちに体験してもら
う ことで、 公共交通を身近に感じてもらうことが
できた。

● 地域まちづく り協議会単位で、 継続して公共交通利用促進に
取り組める環境を継続することが求められている。

● 定期的にアンケート 調査を実施するなど、 地域需要を的確に
把握する必要がある。

● 行政、 事業者、 地域と連携したバス乗り方教室等の利用促進
啓発活動を継続実施する必要がある。

● 高齢者の外出支援だけでなく 、 小さい頃からバスに慣れ親し
んでもらうよう 、 子どもに対してバス乗車体験などを、 引き続
き実施していく ことが重要である。

地域まちづく り協議会と意見交換を行い、 バス活用の呼び掛けを行
う ことにより、 各地区によるバスを利用した外出イベント が実現し
た。 また、 津市や鈴鹿市、 交通事業者等と連携を図り、 イベント で
のバス乗り方教室を開催し、 利用促進に努めた。

○

バス利用促進の啓発グッズを毎年度作製し、 イベント 会場や各種会
議、 地域まちづく り協議会との意見交換の場など、 様 な々場所で配
布し、 啓発に努めた。 ○

待合環境の改善には至っていないが、 待ち時間を極力短く するた
め、 バス再編時には鉄道や他のバス路線との乗り継ぎを考慮したダ
イヤ設定としている。 亀山駅前は再開発を行うため、 位置も含めて
関係事業者と協議を進めている。

○

● 全バス路線で交通系Ｉ Ｃカード の利用を可能と
したことで、 鉄道との乗り継ぎの利便性を向上さ
せた。

● 亀山駅前の待合環境について、 再開発計画の中
で、 事業者と改善に向けて協議を行った。

● 交通系Ｉ Ｃカード を活用し、 利用促進を図る必要がある。

● 鉄道、 バス、 乗合タクシー等の市内公共交通全体を一体的に
ＰＲし、 各公共交通機関の機能・ 役割を意識した利用を啓発す
ることが課題となっている。

● 亀山駅前の待合環境を整備するとともに、 引き続き他の待合
環境の向上にも努める必要がある。

計画期間中の車両の入れ替え（ 更新） はなかったが、 バス車両更新
時に、 低公害型車両やノ ンステップバスへ変えてもらうよう交通事
業者へ依頼している。 △

● 計画期間内での車両更新はなかったため、 環境
負荷の軽減や利用者に配慮したバス車両の改善に
は至らなかった。

● 車両自体が高価であるため、 更新時には国補助金を活用する
など事業者と連携して計画を行う必要がある。

公共交通に関する市民アンケート を行い、 市民ニーズ、 地域ニーズ
の把握に努めた。 また、 野登・ 白川地区自主運行バスの路線再編に
向け地域まちづく り協議会と協議を行った。 ○

● 地域まちづく り協議会との意見交換の中で、 地
域ニーズの把握を行った。 また、 バスの路線再編
においては、 地域まちづく り協議会の意見を反映
させた。

● 地域自主運行の導入に向けて関南部地区まちづ
く り協議会と課題整理を行い、 導入に向けて準備
を進めることができている。

● 地域需要等を把握し、 地域が主体となった「 地域自主運行バ
ス」 の導入に対する支援を継続して行う必要がある。

● 今後も継続して地域との情報共有及び協議を行っていく 必要
がある。

● バス路線について、 適正に評価、 検証する必要がある。

地域自主運行バスの導入に向けて同協議会と意見交換を行うなど、
導入に向けての課題整理を行っている。 また、 三重運輸支局や交通
事業者等とも連携するなど、 支援体制も整えた。 ○

毎年度、 各種同盟会及び関係市町等と連携した要望活動を実施して
いる。 また、 鉄道事業者と定期的な意見交換会も実施した。

○

毎年度、 同盟会で啓発グッズを作製し配布するとともにに、 交通系
Ｉ Ｃカード「 Ｉ ＣＯＣＡ」 のエリア拡大のＰＲイベント で鉄道事業
者と連携して利用促進の啓発活動を行うなど、 ＰＲに努めた。 ま
た、 利便性を高めるため、 全バス路線へ交通系Ｉ Ｃを導入した。

○

● 鉄道の利便性向上のため、 各種同盟会等と広域
的に連携して取り組んだ。 交通系Ｉ Ｃカード
「 TOICA」 に続き「 ICOCA」 のエリアが拡大さ
れるなど、 利用者の利便性が高まった。

● 「 ICOCA」 のエリア拡大に合わせ、 全バス路
線でも交通系Ｉ Ｃカード が利用可能とすること
で、 鉄道の利用促進にもつなげた。

● 鉄道の利便性向上の要望活動を継続して行う 必要がある。

● 鉄道事業者との意見交換会を継続する必要がある。

● 地域の魅力を活かした利用促進啓発活動により日常的な利用
者を増加させることが課題である。

● 市内公共交通全体を一体的にＰＲする必要がある。

県と共同で乗換案内等がインターネット 検索できるシステムを構築
し、 ジョ ルダン、 ナビタイム、 駅探等による検索が可能となった。

◎

● 乗合タクシーの制度見直し毎に、 地域まちづく
り協議会や民生委員等に説明するとともに、 市広
報やケーブルテレビ等で周知した。

● 公共交通マップの作製や乗合タクシー利用ガイ
ド の改定を行い、 公共施設やコミ ュニティ セン
ター等に配布し広く 周知することで、 利用啓発と
利用者の利便性向上に努めた。

● ジョ ルダン、 ナビタイム、 駅探等インターネッ
ト での路線検索ができるほか、 さらに令和2年度
から、 三重県生活交通確保対策協議会が市町と連
携して「 標準的なバス情報フォーマット 」
（ GTFS-JP） を整備したことにより、 Google
の路線検索にも対応できるよう になった。

● 乗合タクシーの定着を図るため、 地域での説明会等の開催を
引き続き実施するとともに、 利用者の声なども含めて市広報で
紹介し、 登録未利用者の利用につなげるなど、 効果的な利用促
進啓発等を実施する。

● 広報やホームぺージ等において、 利用者視点に立った情報を
随時発信するとともに、 主要公共施設窓口で市内公共交通マッ
プや乗合タクシー利用ガイドを配布するなど、 積極的な情報発
信が重要である。

● 乗り継ぎ案内をインターネット 検索できるシステムへ常に最
新の情報を提供する必要がある。

共通回数券を全路線に拡大するとともに、 交通系Ｉ Ｃカードと定期
券についても新たに導入した。

◎

市内の鉄道駅へバスダイヤ表の掲示を行い、 鉄道からバスへの乗り
継ぎの利便性を向上させた。

○

バス路線や乗合タクシー停留所、 時刻表などを載せた公共交通マッ
プを作製した。 また、 乗合タクシー利用ガイド を改訂し、 登録者全
員及び関係機関へ配架するとともに、 市ホームぺージでも周知を
図った。

○

野登・ 白川地区自主運行バスの再編に伴い、 「 野登ルート 」 「 白川
ルート 」 に名称を改めた。 乗合タクシーの愛称については愛称やロ
ゴマークを公募にて決定し、 愛着の持てる名称とした。 ○

計画の基本的な考え方に沿って、 バス運賃体系の整理を行った。
R3 .4 .1にコミ ュニティ バス全路線の運賃を改正すると同時に、 交
通系Ｉ Ｃカード、 定期券の導入、 共通回数券の全路線への拡大を
行った。

◎
● 利用増加と受益者負担の双方の観点から、 運賃
の引上げだけでなく 、 交通系Ｉ Ｃカード、 定期券
の導入、 共通回数券の全路線への拡大などサービ
スの拡充も行った。

● 運賃の見直しを実施したことから、 今後は同時に導入した交
通系Ｉ Ｃカード や定期券、 全路線に拡大した共通回数券の使用
状況などを確認しながら、 新たな利用ニーズを把握していく 必
要がある。

乗合タクシーを導入を機に、 特定目的地停留所設置に係る商業施設
等からの負担金制度（ 30 ,00 0円／1事業所・ ２ 支店以上の設置は
50 ,000円） を導入した。 ○

● 新たにバス路線等の運賃収入以外の収入確保と
して、 乗合タクシー特定目的地停留所設置時に、
商業施設等からの負担金を得ることとした。

● 運行経費が年 増々加することから、 収支率の改善には運賃収
入だけでなく 、 車内広告収入等の運賃外収入の確保も必要不可
欠であるため、 引き続き検討する。

加太地区まちづく り協議会と連携しながら、 地域需要に応じたバス
運行を維持するとともに、 乗合タクシーとの乗り継ぎ利用を促進す
るため、 同協議会から地域住民へ呼び掛けも行っている。

関南部地区まちづく り協議会と連携しながら、 地域需要に応じたバ
ス運行を維持している。 また、 地域自主運行バスの導入に向けて同
協議会と意見交換を行う など、 導入に向けての課題整理を行ってい
る。

○

H30 .10 .1から新たな移動手段として乗合タクシーの運行を開始し
た。 運行開始後も利用者等の意見をもとに制度の一部見直しを実施
し、 利用者は増加傾向にある。 ◎

● 野登・ 白川地区自主運行バスについて、 地域ま
ちづく り協議会と協議を行い、 それぞれ地域の特
性に応じた路線再編を行うことができた。

● これまで路線再編を行った沿線の地域まちづく
り協議会と利用促進に向けて意見交換を行い、 利
用促進を図ってきた。 しかし、 コロナ禍の影響に
より、 全バス路線で利用者数は大幅に減少した。

● 乗合タクシーの利便性をさらに高めるため、 当
日予約、 運行時間の2時間延長など制度改正を
行った結果、 見直し前の令和２ 年６ 月の利用者と
令和３ 年３ 月の利用者を比較すると、 約2 .6倍の
増加となった。

● 乗合タクシーの利用の促進と新型コロナウイル
ス感染症対策における生活支援と地域経済支援の
観点から、 登録者に対して3 ,000円分の無料体
験乗車券の配布を行った。 また、 効率的な運行に
よる利便性の向上を図るため、 ＡＩ 配車システム
による実証実験を行った。

● 地域自主運行の導入に向けて関南部地区まちづ
く り協議会と課題整理を行い、 導入に向けて準備
を進めることができている。

Ｒ3.4 .1に野登地区方面と白川地区方面のルート を分離する路線再
編を行った。 特に野登地区方面は、 中部中学校と国道306号沿い
の商業施設へのアクセスも可能にした。 ◎

H27 .10 .1に東部ルート を再編し、 地域需要に応じたバス運行を維
持している。 バス路線維持については、 毎年度2回、 川崎地区まち
づく り協議会と協議を行うとともに、 沿線住民へ利用促進策として
チラシを回覧している。

H28 .10 .1に南部ルート を再編し、 地域需要に応じたバス運行を維
持している。 沿線地域住民主体でのバス活用を呼び掛けるととも
に、 利用促進策として沿線住民にチラシを回覧している。

H29 .10 .1に西部ルート を再編し、 地域需要に応じたバス運行を維
持している。 沿線の地域まちづく り協議会と連携しながら地域住民
主体にバス活用を呼び掛けるとともに、 利用促進策として沿線住民
にチラシを回覧している。

○

○

◎

課題事業評価

亀山国府線、 亀山みずほ台線、 亀山椋本線、 亀山関工業団地線、 さ
わやか号の継続運行及びサービス水準を維持している。

「 亀山みずほ台線」 及び「 亀山椋本線」 について、 地域間幹線の補
助対象路線として維持できるよう、 隣接市と連携し沿線住民へ利用
促進策として毎年度チラシを回覧し、 啓発活動に努めた。 ○

● 幹線的バスは、 津市、 鈴鹿市にまたがる広域路
線であり、 両市等と連携を行い、 各路線沿線住民
等へ利用促進啓発チラシの配布等を実施し、 利用
者増に向けて取組みを行っている。

● 地域生活バス路線を含めたバス路線再編の基礎
資料として市民アンケート 調査を実施した。

● 幹線的バスは、 当市の公共交通の骨格を形成する路線とし
て、 さわやか号は、 市中心部を循環する路線として、 継続・ 維
持する必要がある。

● 幹線的バスの見直しは、 市単独ではなく 隣接市や交通事業者
と連携し進めるとともに、 地域とも連携しながら沿線住民へさ
らなるＰＲを行い、 利用者拡大につなげる必要がある。

○

事業達成状況 達成度

○

● 引き続き、 感染防止対策を行いながら、 地域まちづく り協議
会等と共に沿線住民への利用促進ＰＲ活動や方策を実行し、 現
在のサービス水準の維持及び利用者を確保する必要がある。

● 乗合タクシーの更なる利便性向上を図るため、 地域まちづく
り協議会での意見交換や市民アンケート を参考に制度の見直し
が求められている。

● 乗合タクシーの利用者が少なく 、 登録があっても未利用者が
多いこと、 また、 乗合タクシー制度が新しい形態の交通サービ
スであることから、 広く ＰＲを行う とともに、 実際に利用し制
度を理解してもらう体験的な乗車機会をつく り、 乗合タクシー
制度の定着と利用促進を図る必要がある。

● 前計画から継続となっている関南部地区まちづく り協議会が
主体となって運行する地域自主運行バスの導入に向けて、 関係
機関と連携しながら、 支援していく 必要がある。

● 需要の少ない定時定路線の輸送経路をさらに拡張させる路線
再編のみではなく 、 移動困難者等の実情に対応できる乗合タク
シーを効率的に組み合わせた輸送手段の確立が求められてい
る。

● 公共交通においてもMaasをはじめDXによるモビリティ 革
命が確実に進んでいく ことから、 利便性の向上とともに新たな
技術やサービスも利用した総合的な地域公共交通ネット ワーク
の構築が必要である。

検証
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3‐ 6  地域公共交通に対する市民及び地域の意見 

① 市民アンケート 調査結果概要 

項目 内容 

調査対象 市内に居住する１ ５ 歳以上の市民（ 無作為抽出）  

配 布 数 １ ， ２ ０ ０  

回 収 数 ５ １ ０ （ ４ ２ ． ５ ％）  

調査方法 配布・ 回収ともに郵送方式 

調査時期 令和２ 年１ ２ 月２ ４ 日（ 木） ～令和３ 年１ 月１ ５ 日（ 金）  

調査地域 市内全域 

令和２ 年度に実施した市民アンケート 調査において、「 外出する際の主な移動手

段」 の項目では、 全体で「 車（ 自分で運転）」 と回答した人の割合が約７ ９ ％と７

割以上占めています。  

また、「 普段外出する際の移動環境に対する満足度」の項目では、全体で「 満足」

「 やや満足」 と回答した人の合計の割合が約５ ７ ％となっており、「 やや不満」「 不

満」 の合計の割合が約１ ６ ％となっています。  

▼ 外出する際の主な移動手段

▼ 普段外出する際の移動環境に対する満足度
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② 地域意向調査結果概要 

項目 内容 

調査対象 市内２ ２ 地区のまちづく り協議会

配 布 数 ２ ２  

回 収 数 ２ ２ （ １ ０ ０ ％）  

調査方法 配布・ 回収ともに郵送等

調査時期 令和３ 年１ ０ 月１ ９ 日（ 火） ～１ １ 月２ ２ 日（ 月）  

調査地域 市内全域 

令和３ 年度に実施した地域意向調査結果において、「 外出する際の移動環境に対

する満足度」 では、 全体で「 満足」「 やや満足」 と回答した割合の合計が約３ ７ ％

（ ８ 地区）となっており 、平成２ ８ 年度調査と比較して増加しています。また、「 や

や不満」「 不満」 の合計の割合が約２ ３ ％（ ５ 地区） となっています。  

「 地域から行きたい市内の施設（ 目的地）」の項目では、平成２ ８ 年度調査と比べ、

バス、乗合タクシーともに「 医療センター他病院」「 商業施設」が多く なっています。  
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▼ 外出する際の移動環境に対する満足度
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▼ 地域から行きたい市内の施設（目的地）
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「 地域まちづく り 協議会内にバス等を検討する部会等の有無」 の項目では、「 検討

する部会等がある」「 まちづく り 協議会でバス等を検討している」 地区の割合が約１

８ ％（ ４ 地区） で、「 バス等を検討する部会等がない」 地区が６ ８ ％（ １ ４ 地区） と

なっており 、 平成２ ８ 年度調査と比較して地域で検討する環境が減少しています。  

「 地域の公共交通への関わり 方」 の項目では、「 積極的に参加したい」「 できるだけ

参加したい」 と回答した地区の割合が約２ ３ ％（ ５ 地区） で、平成２ ８ 年度調査の５

４ ％（ １ ２ 地区） と比較して減少しています。反対に「 行政及びバス事業者が主体と

なって運行を検討することが望ましく 、 賛成できない」 と回答した地区の割合が約

１ ８ ％（ ４ 地区）で、平成２ ８ 年度調査の５ ％（ １ 地区）と比較して増加しています。  

▼ 地域まちづくり協議会内にバス等を検討する部会等の有無

▼ 地域の公共交通への関わり方
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第４ 章  亀山市の地域公共交通の課題 

前計画の検証結果及び各種調査結果等による市民ニーズから、 本市における公共

交通の課題を以下のとおり整理しました。  

なお、 前計画検証結果及び各種調査結果の詳細は、 資料編に掲載しています。  

（ １ ） 前計画検証結果からの課題 

① 公共交通利用者の減少への対応 

令和３ 年４ 月の野登・ 白川地区自主運行バスの再編により 、 計画した全ての路 

線において路線再編を完了しましたが、利用者数は年々減少傾向にあり、さらに令

和２ 年は新型コロナウイルス感染症の影響により大幅な減少となりました。  

今後においては、新型コロナウイルス感染症の影響から、ニューノ ーマルによる

利用者ニーズの変化も見極めながら、 対応を検討していく 必要があり ます。

② 公共交通の骨格を形成する路線バスの維持 

前計画の「 公共交通の機能分類とサービス水準の設定の考え方」 を継承し、引き

続き、公共交通の骨格を形成するバス路線の維持に努め、市内公共交通が相互に連

携した総合交通体系の構築が必要です。  

③ 市民の生活行動に馴染む公共交通ネッ ト ワークの形成 

亀山駅前の整備により 、 亀山駅

が公共交通の結節点と し て、 ます

ます大きな役割を果たすよう にな

り ます。 亀山駅を起点に中心部を

運行する「 さわやか号」と各地域を

結ぶコミ ュニティ バス、 新たに導

入し た乗合タ クシーなど様々な交

通手段により 、 総合的な公共交通

ネッ ト ワークを形成し ていく 必要

があり ます。  

④ 公共交通の最適化による利用者の利便性向上 

これまでに東部、南部、西部ルート 及び野登・ 白川地区自主運行バスの路線を再

編するとともに、 新たな移動手段として乗合タクシーを導入してきました。  

一方で、超高齢社会やそれに伴う 運転免許証返納者の増加、人口減少、財政負担

の増加など、 依然として課題が残っています 

今後、持続可能な公共交通の実現と更なる利便性の向上を図るため、乗合タクシ

ー制度の充実を図るとともにニーズやサービス、コスト を考慮した、鉄道やバスと

の最適な組み合わせによる効率的で効果的な運行が求められます。  



40

⑤ サービス水準の確保 

減少した利用者数を新型コロナウイルス感染症の影響を受ける以前の水準に戻

すため、 前計画の「 公共交通の機能分類とサービス水準の設定の考え方」 を継承

し、 設定したサービス水準を確保する必要があります。  

また、各交通機関との乗り継ぎを考慮した地域生活バスのダイヤ設定、交通系I

Ｃ カード によるサービスの充実、バリアフリー型の車両の導入、乗継案内の充実な

ど、 利用者の利便性を向上させることで利用促進につなげる必要があります。  

⑥ 地域との連携の強化 

地域公共交通の利用率を向上させるためには、 地域の移動需要と地域公共交通

の現状との間のギャッ プを埋めることが重要です。また、子どもの移動需要にも配

慮し、子どものころから公共交通に慣れ親しんでもらう ことも重要です。必要とさ

れている場所・ 対象者・ 時間帯に必要なサービスが行き届いているか、地域と連携

して検討・ 展開していく 必要があります。  

また、地域まちづく り協議会と連携し、バス運行に対する地域住民の当事者意識

の向上を図り、 自発的な活動を行える環境づく りに取り 組む必要があります。  

⑦ コスト 削減 

持続可能な公共交通体系が維持できるよう 、 可能な限り 運行経費等の削減に努

めるとともに、車内広告や乗合タクシー特定目的地停留所設置負担金など、運賃外

収入も確保していく 必要があり ます。  

⑧ 評価基準（ ３ 人／便・ 日） を下回るコミ ュニティ バス運行エリ アへの対策 

亀山市地域公共交通会議及びバス等検討委員会において、 評価基準等に基づい

て適正に評価を行い、 評価基準を下回るコミ ュニティ バス運行エリ アへ必要な対

策を講じるとともに、路線の見直しを検討する必要があります（ Ｐ ＤＣＡ の実施）。 

（ ２ ） 新たな課題

① 新型コロナウイルス感染症の影響による輸送需要の変化への対応 

各交通事業者において、新型コロナウイルス感染防止対

策として、 換気や消毒、 飛沫防止などを実施してきました

が、 感染拡大に伴う 外出自粛だけでなく 、 これを機に国が

推進する在宅勤務やテレワークなど働き方改革が一層進

んだことも影響し、 利用者は減少しています。 今後におい

て、 ニューノ ーマルによる輸送需要の変化にも対応し、 安

心して移動できる環境を整える必要があります。  

② 隣接自治体との広域連携の強化 

市内を運行するコミ ュニティ バス日常生活圏域内での移動が可能となるよう 、

隣接自治体と本市を結ぶ広域路線から亀山市内に乗り 入れているコミ ュニティ バ

定期的な車内の 
消毒・ 清掃を実施 
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ス（ 広域 連携バス） 及び路線バス（ 複数市を跨る幹線） の充実を図り、 公共交通

による隣接自治体との広域ネッ ト ワークを形成、 強化します。

③ 選ばれるまちの実現 

「 選ばれるまち」 となるためには、 子どもから大人まで安心・ 安全に暮らせる

「 住みやすいまち」でなければなりません。その一つに公共交通の充実が欠かせな

いため、都市マスタープランや立地適正化計画など、本市の目指す都市像と連動し

た公共交通網の形成が必要となり ます。  

④ 新たな技術の活用 

近年、Ａ Ｉ やＩ ｏ Ｔ 等の先端的技術や、Ｍａ ａ Ｓのよう な新しいモビリティ サー

ビスに注目が集まっており、こう した新たな技術・ サービスは地域における交通課

題の解決に有効である可能性もあります。 新型コロナウイルス感染症の影響だけ

でなく 、今後も人口減少や高齢化の進展等により、公共交通に対する市民ニーズの

変化も予想されることから、 身近な交通手段を効率的・ 効果的に運行するために

も、 新たな技術の活用を検討していく ことも重要です。  

⑤ 住み続けられる持続可能なまちの実現 

国際社会共通の目標として国連が掲げる「 持続可能な開発目標（ Ｓ ＤＧｓ ）」 に

は、目標３ や目標９ ，目標１ １ 、目標１ ３ など、交通分野にも関連した内容が盛り

込まれています。 本計画の目的や目標の達成に向けた取組がＳ Ｄ Ｇｓ 達成に貢献

できるよう 、 本計画を推進する必要があります。  

また、国が表明する２ ０ ５ ０ 年までに国内の温室効果ガスを実質ゼロにする「 脱

炭素社会」 につながる取組についても、 推進していく 必要があり ます。  

目標３ すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、 福祉を促進する。

目標９ 産業と技術革新の基盤をつく ろう

強靱なインフラ構築， 包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノ ベーショ
ンの推進を図る。

目標１ １ 住み続けられるまちづく りを

包括的で安全かつ強靭で持続可能な都市及び人間居住を実現する。

目標１ ３ 気候変動に具体的な対策を

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。

⑥ 活性化再生法の改正 

令和２ 年の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正により 、 地方公

共団体による地域交通計画の作成が法的に努力義務化されました。また、地域公共

交通計画の計画制度と補助制度が連動化されたことから、 今後さらにダイヤや運

賃などの面からもサービスを総合的に捉えた改善や充実に向けた取組と同時に、

地域の輸送資源を総動員する具体策を盛り込んでいく ことが求められます。
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第５ 章  地域公共交通に関する基本的な方針 

5‐ 1  計画の目標 

第２ 次総合計画に掲げる本市が目指す将来像「 歴史・ ひと・ 自然が心地よい緑の健

都 かめやま」 の実現に向けて、 前計画では『 市民生活に必要な公共交通が効率的・

効果的に確保され、安全・ 安心で健やかに生活できるまち』 の目標に達成に向けて、

５ つの基本方針を掲げて取り組んできました。  

本計画では、前計画の目標を継承し、鉄道、バス及びタクシーなど本市に係る全て

の地域公共交通が一体となって機能する公共交通ネッ ト ワークを形成し、 子どもか

ら高齢者まで全ての人が、 身近な公共交通を利用して自由に移動できるまちを目指

します。  

また、 この「 地域公共交通体系の目標像」 は、「 本計画の目標」 に位置付けます。

本計画の目標達成に向けて、地域住民・ 交通事業者・ 行政がそれぞれの立場を尊重し

つつ、 三位一体の取組を実施し、 市民生活に必要な公共交通を皆で育んでいく こと

とします。  

5‐ 2  地域公共交通に関する基本的な方針 

前計画の検証結果及び各種調査結果による市民ニーズを基に、 前計画から引き継

ぐ方針と新たに検討する事項を整理し、 本市が目指す将来像や公共交通の役割を踏

まえ、以下の５ 点を本計画の基本方針とし、公共交通の活性化及び再生を図り ます。  

■ 住民、 行政そして交通事業者が三位一体で、 本市が目指すべき交通体系の目標

像や公共交通の事業理念の共有化を図り 、利用しやすく 、分かり やすい地域公共

交通の実現を目指します。  

■ 住み続けられるまちづく り を目指すため、子どもや高齢者、障がい者など自ら自

動車を運転することが難しい市民のニーズに配慮します。

■ 身近な地域公共交通を利用して、 中心的都市拠点と居住地をスムーズな移動が

できるよう 、 Ｊ Ｒ亀山駅を結節点とした交通ネッ ト ワークの強化を図ります。  

■ Ｊ Ｒ亀山駅とＪ Ｒ井田川駅・ Ｊ Ｒ関駅、またＪ Ｒ井田川駅・ Ｊ Ｒ関駅と居住地域

や商業施設を結ぶ、 コンパクト シティ のまちづく り と連動するよう 、 鉄道やバ

ス、 タクシー等の多様な交通サービスが相互に連携した総合的な公共交通ネッ

子どもから高齢者まで自由に移動できる、 利用し
やすく 、 分かり やすい地域公共交通の実現 

鉄道駅を中心に都市拠点と居住地を結ぶ、 まちづ
く りと連動した地域公共交通ネッ ト ワークの形成

基本方針１

基本方針２
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ト ワークを形成します。

■ 超高齢社会や人口減少社会にも対応するため、 人口動向や市民の移動需要特性

を的確に捉えながら、乗合タクシー制度の充実を図るとともに、ニーズやサービ

ス、コスト を考慮した、鉄道やバスとの最適な組み合わせによる効率的で効果的

な運行を行います。  

■ 地域公共交通の最適化に当たっては、路線やダイヤの見直しだけでなく 、車両の

小型化や地域自主運行バスの導入など輸送手段全体を考慮し、 目標とする財政

負担の範囲内で利便性を確保することとします。  

■ 地域の利用者ニーズの把握や効率的で効果的な公共サービスの提供に繋げるた

め、目標数値（ 総利用者数・ 乗車率・ バス停乗降者数・ 市民アンケート 結果など）

を明確にし、亀山市地域公共交通会議・ バス等検討委員会にて、評価基準等に基

づき、 適切な評価・ 検証（ Ｐ ＤＣＡ の実施） を行います。  

■ 地域公共交通の最適化を図り、効率的で効果的な交通サービスを提供するため、

Ａ Ｉ （ 人工知能） やＩ ｏ Ｔ などの新たな技術の活用も視野に入れながら、利用環

境を整えます。  

■ 働き方改革や新型コロナウイルス感染症の影響により 、 移動に関する市民の意

識が変化した中、ウィ ズコロナ、ポスト コロナにも対応した交通サービスを提供

します。

■ 持続可能な地域公共交通の実現に向けては、 地域のニーズに応じた交通システ

ムを地域が支えていく 必要があるため、 必要に応じ特定地域の協議会等の組織

化を図り 、市と地域が協働で運行・ 運営方式の検討及び利用促進策等を検討・ 展

開できる体制や仕組みを構築します。  

■ 各地域まちづく り 協議会等と連携し、 バス等の交通資源を利用したイベント の

開催等の利用促進策を展開します。  

■ 交通系Ｉ Ｃカード「 TOI CA」 に続き「 I COCA」 のエリ アが拡大された鉄道と、全路

線で交通系Ｉ Ｃ カード が利用可能となったコミ ュニティ バスのスムーズな乗り

継ぎを活かし、 更なる利用促進を図り ます。  

■ 脱炭素社会の実現を目指して、 公共交通へのシフト による自家用車の二酸化炭

素排出量の抑制や事業者への低公害型車両の導入を促進します。  

■ 日常生活圏域内での移動の実現に向け、 コミ ュニティ バスの接続や相互乗り 入

れなど、 近隣自治体との連携強化を図り ます。

地域の利用者ニーズを踏まえた、 地域公共
交通の最適化による効率的で効果的な交通
サービスの提供 

デジタル化やニューノ ーマルにも対応でき
る、 新たな利用環境の整備と利便性の高い
公共交通の構築 

持続可能な地域公共交通の実現に
向けた、地域と共に考える利用促進
策の展開 

基本方針３

基本方針４

基本方針５
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前計画の課題分析と基本方針

④ 地域住民・交通事業者・行政
等の関係者が連携・協力し、
利用者の利便性が向上する
取組を実践

地域公共交通の集約課題

■ 地域公共交通計画の評価 
■ 亀山市の現状 
■ 市民アンケート 
■ バス乗降調査

各種調査結果等からみた個別課題 公共交通を取り 巻く 社会情勢の変化

亀山市の上位・ 関連計画 

課題の抽出

② 新たなモビリティサービスの可
能性を含めた地域の輸送資
源より、地域に最適な輸送サ
ービスを選定 

③ 亀山駅やエコータウン等といっ
た地域の移動需要や移動ニ
ーズに対応した効率的（シビル
ミニマム）な公共交通サービス
を提供

① 安全・安心な運行環境の創
出と利用者回復による安定的
な公共交通サービスを確保 

公共交通利用者の減少への対応 

公共交通の骨格を形成する路線バスの維持 

市民の生活行動に馴染む公共交通ネットワークの
形成

公共交通の最適化による利用者の利便性向上 

サービス水準の確保 

地域との連携の強化 

コスト削減 

評価基準（3 人／便・日）を下回るコミュニティバス
運行エリアへの対策 

新型コロナウイルス感染症の影響による輸送需要の
変化への対応

選ばれるまちの実現 

新たな技術の活用 

住み続けられる持続可能なまちの実現 

活性化再生法の改正 

近隣自治体との広域連携の強化 

現計画検証結果からの課題 新たな課題前
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■ 住民、 行政そし て交通事業者が三位一体で、 本市が目指すべき交通体系の目標像や公共交通の事

業理念の共有化を図り 、 利用し やすく 、 分かり やすい地域公共交通の実現を目指し ます。  

■ 住み続けられるまちづく り を目指すため、 子どもや高齢者、 障がい者など自ら自動車を運転する

こと が難し い市民のニーズに配慮します。

①   基本方針 子どもから高齢者まで自由に移動できる、利用しやすく、分かりやすい地域公共交通の実現

■ 身近な地域公共交通を利用し て、 中心的都市拠点と 居住地をスムーズな移動ができるよう 、 Ｊ Ｒ

亀山駅を結節点と した交通ネッ ト ワークの強化を図り ます。  

■ Ｊ Ｒ 亀山駅とＪ Ｒ 井田川駅・ Ｊ Ｒ 関駅、 またＪ Ｒ 井田川駅・ Ｊ Ｒ 関駅と 居住地域や商業施設を結

ぶ、 コンパクト シティ のまちづく り と 連動するよう 、 鉄道やバス、 タクシー等の多様な交通サー

ビスが相互に連携した総合的な公共交通ネッ ト ワークを形成し ます。

②   基本方針 鉄道駅を中心に都市拠点と居住地を結ぶ、まちづくりと連動した地域公共交通ネットワークの形成 

■ 超高齢社会や人口減少社会にも対応するため、人口動向や市民の移動需要特性を的確に捉えなが

ら、 乗合タ クシー制度の充実を図ると ともに、 ニーズやサービス、 コスト を考慮し た、 鉄道やバ

スと の最適な組み合わせによる効率的で効果的な運行を行います。  

■ 地域公共交通の最適化に当たっては、 路線やダイヤの見直し だけでなく 、 車両の小型化や地域自

主運行バスの導入など輸送手段全体を考慮し、 目標と する財政負担の範囲内で利便性を確保する

こと と し ます。  

■ 地域の利用者ニーズの把握や効率的で効果的な公共サービスの提供に繋げるため、 目標数値（ 総

利用者数・ 乗車率・ バス停乗降者数・ 市民アンケート 結果など） を明確にし 、 亀山市地域公共交

通会議・ バス等検討委員会にて、 評価基準等に基づき、 適切な評価・ 検証（ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ の実施） を

行います。

③   基本方針 地域の利用者ニーズを踏まえた、地域公共交通の最適化による効率的で効果的な交通サービスの提供 

■ 地域公共交通の最適化を図り 、効率的で効果的な交通サービスを提供するため、Ａ Ｉ （ 人工知能）

やＩ ｏ Ｔ などの新たな技術の活用も視野に入れながら、 利用環境を整えます。  

■ 働き方改革や新型コロナウイルス感染症の影響により 、 移動に関する市民の意識が変化した中、

ウィ ズコロナ、 ポスト コロナにも対応し た交通サービスを提供します。

④   基本方針 デジタル化やニューノーマルにも対応できる、新たな利用環境の整備と利便性の高い公共交通の構築 

■ 持続可能な地域公共交通の実現に向けては、地域のニーズに応じ た交通システムを地域が支えて

いく 必要があるため、 必要に応じ 特定地域の協議会等の組織化を図り 、 市と 地域が協働で運行・

運営方式の検討及び利用促進策等を検討・ 展開できる体制や仕組みを構築し ます。  

■ 各地域まちづく り 協議会等と 連携し 、バス等の交通資源を利用し たイベント の開催等の利用促進

策を展開し ます。  

■ 交通系Ｉ Ｃ カード「 TOICA」 に続き「 ICOCA」 のエリ アが拡大さ れた鉄道と 、全路線で交通系Ｉ Ｃ

カード が利用可能と なったコミ ュニティ バスのスムーズな乗り 継ぎを活かし 、更なる利用促進を

図り ます。  

■ 脱炭素社会の実現を目指して、公共交通へのシフト による自家用車の二酸化炭素排出量の抑制や

事業者への低公害型車両の導入を促進し ます。

■ 日常生活圏域内での移動の実現に向け、 コミ ュニティ バスの接続や相互乗り 入れなど、 近隣自治

体との連携強化を図り ます。

⑤   基本方針 持続可能な地域公共交通の実現に向けた、地域と共に考える利用促進策の展開

目標 身近な地域公共交通を利用し て、 誰もが自由に移動できるまち 
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5‐ 3  公共交通ごとの役割・ 位置づけ 

公共交通の役割は、 全ての住民に対して、 利用しやすい移動手段を提供すること

ですが、本計画においては、主に自家用車に乗車（ 同乗を含む） して移動ができない

移動困難者が、 日常生活における最小限度の自立した移動を可能にする地域公共交

通網を効率的・ 効果的に形成し、 目標の実現を目指します。  

また、 第２ 次総合計画及び立地適正化計画等に示される本市の目指す将来像の実

現に向け、 各公共交通と相互に連携し、 地域公共交通網を形成します。  

さらに、地域公共交通網の形成により 、地域公共交通を充実させることで、下図に

示すよう に「 暮らしやすいまちづく り 」、「 にぎわいあるまちづく り 」、「 高齢者や障が

い者に優しいまちづく り 」、「 環境負荷を軽減するまちづく り 」、「 地域の安全を高め

るまちづく り」、「 地域の一体性を強化するまちづく り 」 などに貢献します。  

【 地域公共交通の充実のイメ ージ図】  

① 行政の役割 

■ 次頁に示す本計画における基本方針に則り 、亀山市の将来像を見据えつつ、広域

的・ 総合的な視点から公共交通の維持・ 発展に向けた調整を行う こととします。

特に、 市交通体系の基軸となる鉄道、 基幹バス及びさわやか号については、 維

持・ 活性化を図るため、利用促進に向けた取組を市民・ 地域等関係団体、交通事

業者と一体となって実施するものとします。また、乗合タクシー制度の充実を図

り つつ、 市内を運行するコミ ュニティ バスとの最適な組み合わせによる効率的

で効果的な運行を行います。  

■ 亀山市地域公共交通会議やその他関係団体等との協働を通じた取組を施策とし
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て具現化できるよう 努力します。  

■ 計画の実行にあたっては、 本計画で規定するＰ ＤＣ Ａ サイクル（ P. 59 以降） を

踏まえ、 適切な運用を行います。  

■ 国の法制度等の動向を踏まえ、 生活に必要な交通体系の構築に向けて市民・ 地 

域等関係団体・ 亀山市・ 交通事業者が担う それぞれの役割、施策等を定めます。

また、地域の主体的な取組を促進するため、条例等、関係制度の整備を行い、支

援体制を構築します。  

■ 新型コロナウイルス感染症の影響によって進んだ公共交通離れを回復するため、

市民・ 地域等関係団体、交通事業者と一体となり 、感染対策を継続的に行いなが

ら利用促進に向けて取り 組みます。  

② 交通事業者の役割 

■ 国の制度改正や規制緩和に伴い、 ＮＰ Ｏを含む他業種の事業者の事業参画の機

会が拡大されるなど、 交通事業を取り 巻く 環境が大きく 変化しつつあることを

踏まえ、行政や地域住民との交流を促進し、事業者としてのノ ウハウを活用した

交通サービスの提案を行う など、積極的に地域交通の維持、発展に参画していき

ます。  

■ 誰もが安全で円滑かつ快適に移動することができるよう な輸送サービスを提供

するための交通施設の整備及びその他必要な措置を講ずるものとします。 また、

感染症対策を継続して取り組むことで、 安心して利用できる環境を整えます。  

③ 市民・ 地域等関係団体の役割 

■ 市民・ 地域等関係団体は、 自らの交通行動が社会環境や自然環境に及ぼす影響 

を理解し、自家用車のみに依存することがないよう 、一人ひとり が自発的に節度

ある交通行動を選択することが必要です。  

■ 鉄道やバスなど公共交通を地域の財産として捉え、地域固有の歴史、文化、自然

と調和した交通体系の構築とその維持・ 発展に向け、地域が一体となった取組を

推進することが必要です。  

■ 地域の実情を踏まえつつ、 地域等が自ら運営主体となるよう な取組を検討して

いく ことも必要と考えられます。  

■ 公共交通は、 利用者があってはじめて成り 立つことを理解し、 自らが積極的に 

公共交通を利用するよう 心がけることが必要です。  

■ 地域等関係団体においては、良好な社会環境の維持・ 保全という 視点から、通勤

時等における公共交通利用を促進するとともに、公共交通の維持・ 活性化に向け

た取組への協力が必要です。  
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5‐ 4  公共交通の機能分類とサービス水準の設定の考え方 

次章で掲げる本計画の目標を達成するための事業を実施するにあたっては、 各公

共交通に求める機能やそれに応じたサービス水準を設定する必要があることから、

各公共交通の機能分類とサービス水準を設定します。  

サービス水準の設定にあたっては、機能分類に応じ、確保すべき運行本数、運行間

隔、 運行時間帯を設定しています。  

① 鉄道

亀山市内の鉄道は、広域的な公共交通の軸として東西をＪ Ｒ 関西本線、南部をＪ

Ｒ 紀勢本線が機能しています。 亀山市の広域交通体系の骨格はこれら鉄道により

形成されていることから、 これら鉄道を公共交通軸として位置づけます。  

② 幹線的バス

営業路線バス、廃止代替バスは、市外とのアクセスに重要な役割を果たしている

ことから、これら他市との間を連絡するバス路線も公共交通軸（ 幹線的バス） とし

て位置づけます。  

さわやか号は、公共交通軸と一体となって医療機関、公共施設などの拠点施設へ

のアクセス機能を有する循環型バスとして機能しているため、 幹線的バスとして

位置づけます。  

③ 地域生活バス

さわやか号を除く コミ ュニティ バス６ 路線及び関南部スクールバス活用バスは、

各地域の生活圏内の移動を支え、 公共施設や鉄道駅や幹線的バスへのアクセス手

段として機能する地域生活バスとして位置づけます。  

④ 乗合タクシー 

乗合タクシーについては、 鉄道やバス等で対応しきれない公共交通不便地域へ

の対策や運転免許証返納者への対策を補完する公共交通として位置づけます。  
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⑤ 民間タクシー 

民間タクシーは、 他の公共交通が運行していない時間帯の地域住民の生活の移

動、 観光旅客や来訪者の移動等に即時対応可能な移動手段として本計画における

公共交通として位置づけます。  
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公共交通の機能分類とサービス水準の設定 

公共交通機関 路線等の機能 サービス確保の考え方 

鉄道 

■ 他の交通手段との連携による
公 共 交 通 のネットワー クを形
成する上での骨格 であり、広
域 的 な移 動 需 要 に対 して重
要 な役 割 を果 たす 本 市 の広
域的な公共交通軸。 

■ 鉄 道 交 通 事 業 者 が主 体 となっ て運 行 を実
施するものであるが、広域間 の移動需 要に
対応できるよう鉄道事業者と連携し、利便性
を確保維持する。 

営
業
路
線
バ
ス

廃
止
代
替
路
線
バ
ス 幹

線
的
バ
ス

基幹 

バス 

■ 都市拠点（亀山駅周辺）を中
心 とする放 射 軸 で あり、隣 接
市へのアクセス交通需要にも
対 応 す る 本 市 の 公 共 交 通
軸。 

■ 通 勤、通 学、通 院、買 物 、娯 楽など幅 広い
移 動 需 要 に対 応し、民 間 交 通 事 業者 が主
体となって運行を実施す るものとするが、設
定したサービス水準の確保に向け、亀山市
は必要に応じ、運行支援を実施する。 

■ 市の公共交通の骨格を形成する路線バスと
して、現状の運行形態を維持する。 

■ 廃止代替バスについては、利用促進策を実
施 す るとともに、利 用 実 態 や採 算 性 を踏 ま
え、サービス水準の妥当 性 や機能そのもの
のあり方を隣接市と協議する。 

特定 
目的 

バス 

■ 特定の地区（工業団地等）へ
のアクセス需要に対応する路
線 で あり、 本 市 の公 共 交 通
軸。 

■ 通 勤 などの移 動 目 的 に 対 応 し 、民 間 交 通
事業者が主体となって運行を実施する。 

■ 市の公共交通の骨格を形成する路線バスと
して、現状の運行形態を維持する。 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
系
バ
ス

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

（
亀
山
市
自
主
運
行
バ
ス
）

まち 
なか 
循環 
バス 

■ 市 役 所 、 医 療 ・ 福 祉 拠 点 、
駅、商業施設等を連絡し、ま
ちなかの活性化を支援・誘導
する循環路線。 

■ 地域生活バスと乗り継ぎ拠点
において接続しネットワークを
形成するための基準となるバ
ス路線。 

■ 通院、買物、公共施設利用を目的とした市
中 心 部 施 設 へのアクセス手 段 として、亀 山
市が主体となって運行を実施する。 

■ 中心市街地において、拠点相互を連絡する
とともに、鉄道、基幹バスや地域 生活バスと
の乗り継ぎに配 慮したサービス水準を維持
する。 

■ 市の公共交通の骨格を形成する路線バスと
して、現状の運行形態を維持する。 

地域生活 

バス 

■ 幹線的バスを補完し、各地域
から都市拠 点（亀山駅周辺）
及 び 鉄 道 駅 、 医 療 ・福 祉 拠
点 へのアクセス路 線 として機
能する地域の生活軸となる路
線。 

■ 地域の取組を経て市が運行、または地域の
運行に対し市が支援を実施する。 

■ 幹線的バスが運行しない地域にお いて、移
動 困 難 者 の通 学、通 院 、買物 等 市 民 生 活
に必要な最小限度のサービス水準を確保・
維持する。 

地
域
自
主

運
行
バ
ス

乗合タクシー 

■ 鉄 道 やバスを補 完 す る公 共
交 通として、個 別のニー ズに
対 応 し 、 各 地 域 から特 定 目
的地（公共施設、鉄道駅、医
療・福祉施設等）への新たな
移動手段。 

■ バス路線だけでは対応ができない市内の公
共交通不便地域の解消及び今後増加が見
込 まれる運 転 免 許 証 返 納 者 への対 策 とし
て、市が主体となって運行を実施する。 

民間タクシー 

■ 他 の公 共 交 通 の運 行 し てい
ない地域や時間帯の地域住
民 の移 動、観 光 旅 客 や来 訪
者の移動等に即時対応可能
な移動手段。 

■ タクシー 事業者が主体となっ て運行を実施
するもの。 
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サービス水準の設定
路線維持
の考え方

該当する現行路線等
（ R3. 10. 1 現在）

■ 鉄道事業者が主体となって運行を実施するものであるが、通
勤、通学、通院、買物、娯楽など幅広い移動需要に対応で
きるよう、現状維持以上を確保する。 

鉄 道 事 業
者が運行 

ＪＲ関 西 本 線 （亀 山 駅 ・ 井 田 川
駅・関駅・加太駅） 
ＪＲ紀勢本線（下庄駅） 

運行本数・運行間隔  
＜朝・夕のピーク時＞ 
■ 通勤、通学需要に対応するため、亀山駅～平田町駅間は、

現状の便数を確保する。 
■ 亀山駅～椋本間は、通学需要に対応するため、平日朝 6 時

～8 時台に各 1 本、夕方 16～19 時台に各 1 本以上を確保
する。 

＜昼間、夜間＞ 
■ 買物、通院需要、帰宅需要に対応するため、昼間、夜間時

間帯は２時間に１本以上を確保する。 
運行時間帯  
■ 鉄道の運行時間帯を踏まえた運行時刻とする。 

バ ス 事 業
者 が 運
行 、または
市が運行 

亀山国府線 
※（平日１８本/日） 亀 山 駅 前 発 着 分

亀山みずほ台線 
（平日１５本/日） 
亀山椋本線 
（平日１９本/日） 

■ 特 定の地 区 及び 施設 へのアクセス需 要への対 応を基 本に 
サービス水準を設定するものとするが、地域の生活交通の確
保を同時に図る場合、昼間時間帯は、買物・通院需要に対
応するため、２時間に１本程度を確保する。 

バ ス 事 業
者が運行 

亀山関工業団地線 
（平日２０本/日） 

運行本数・運行間隔  
■ 鉄道、基幹バス、地域生 活バスからの乗り継ぎ需 要に対応

するため、１時間に１本以上を確保する。 
運行時間帯  
■ 買物・通院需要、公共施設利用需要に対応するため、商業

施設、医療センター、市役所等の開設時間を踏まえた運行
時刻とする。 

市 が 政 策
的に運行 

さわやか号 
（平日１２本/日） 

運行本数・運行間隔  
■ 需要に応じた必要最小限度のサービス提供を図る。 
■ 朝・夕時間帯は、鉄道駅への需要に対応し、可能な限り乗り

継げるダイヤとする。 
■ 昼間帯は、買物・通院需要に対応し、２時間に１本程度を目

安とする。 
運行時間帯  
■ 地 域の実 情に応じた適切 な運行 時刻（原則として７時 ～19

時台）とする。 

地 域 の 取
組 を 経 て
市 が 運 行
ま た は 地
域 の 運 行
に対し、市
が支援 

野登ルート（平日１３本/日） 
白川ルート（平日５本/日） 
東部ルート（平日８本/日） 
南部ルート（平日１２本/日） 
西部ルート（平日１０本/日） 
加太地区福祉バス 

（平日９本/日）
関南部地区スクールバス活用バ
ス（平日２本/日、火・金のみ運行） 

運行時間帯  
■ 民間タクシーの営業に支障を来さない時間帯とする。 
乗降場所等  
■ 地域の実情に応じ、停留所設置基準により設置する。 

市 が 政 策
的に運行 

■ タクシー 事 業 者 が主 体 となっ て運 行 を実 施 す るもので ある
が、公共交通の中で、非常に利便性が高いため、幅広い移
動需要に対応できるよう、現状維持以上を確保する。 

タクシー事
業 者 が 運
行 
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5‐ 5  公共交通維持確保改善の考え方 

本計画の目標を達成するための事業を実施するにあたり、「 公共交通の機能分類と

サービス水準の設定」 を踏まえ、 公共交通維持確保改善の考え方を以下にしましま

す。  

なお、 本計画で位置づける地域公共交通は、 乗合輸送を前提とした公共交通であ

るため、 福祉制度にもとづく 認定者の輸送など対象者を限定とした施策及び個別輸

送については、 本計画と連携を図り つつ、 それぞれの所管部署において別途推進す

るものとします。  

① 鉄道

鉄道は、 他の交通手段との連携による公共交通のネッ ト ワークを形成する上で

の骨格であり、 広域的な移動需要に対して重要な役割を果たす本市の広域的な公

共交通軸です。輸送量、輸送速度等からも広域の移動に必要不可欠であるため、現

状の鉄道網の維持確保に努めます。  

② 幹線的バス

基幹バスは、都市拠点（ 亀山駅周辺） を中心とする放射軸であり 、隣接市へのア

クセス交通需要にも対処する本市の公共交通軸であり 、特定目的バスは、特定の地

区（ 工業団地等） へのアクセス需要に対応する路線となっており、いずれも本市の

公共交通の骨格を形成する路線バスとして、 現状の運行形態を維持します。  

また、 まちなか循環バス（ さわやか号） は、 市役所、 医療・ 福祉拠点、駅、 商業

施設等を連絡し、まちなかの活性化を支援・ 誘導する循環路線であり、地域生活バ

スと乗り 継ぎ拠点において接続し、 ネッ ト ワークを形成するための基準となるバ

ス路線であるため、 現状の運行形態を維持します。  

③ 地域生活バス

地域生活バスは、幹線的バスを補完し、各地域から都市拠点（ 亀山駅周辺） 及び

鉄道駅、医療・ 福祉拠点へのアクセス路線として機能する地域の生活軸となる路線

として、基本的に現状の路線を維持することとし、市民の生活行動や利用実態を踏

まえ、必要に応じて、現状程度の財政負担の範囲内で効率的に路線を再編し、現状

のサービス水準の維持に努めます。  

幹線的バスが運行しない地域において、移動困難者の通学、通院、買物等市民生

活に必要な最小限度のサービス水準を確保・ 維持します。  

新たに乗合タクシーを導入したことで、地域生活バス路線と重複しているため、

乗合タクシー制度の充実を図るとともに、鉄道やバスとのニーズやサービス、コス

ト を考慮した、 最適な組み合わせによる効率的で効果的な運行となるよう 見直し

を図っていきます。  

また、 地域住民のニーズに合った効率的な移動手段の確保策として、 地域が主

体となって運営する地域運行バスなどの新たな運行方法によるバス等の導入を推

進します。  
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④ 乗合タクシー

鉄道・ バスを補完するデマンド 型の公共交通として、 市民の移動需要の実情に

効率よく 対応できるよう 、 制度の充実を図り ます。  

⑤ 民間タクシー

民間タクシーは、 他の公共交通が運行していない時間帯の地域住民の生活の移

動、観光旅客や来訪者の移動等にも即時対応可能な移動手段として、非常に利便性

が高いため、 現状以上の利便性の確保に努めます。  
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公共交通維持確保改善の方針 

公共交通機関名称等 公共交通維持確保改善の方針

鉄道 
ＪＲ関西本線 

ＪＲ紀勢本線

■ 鉄道は、輸 送量・輸送速度からも本市の公共交通移動の主 軸で
あるといえる。通勤、通学、通院、買物、娯楽など幅広い移動需要
に対応し、より広域の移動を確保維持していく ため、鉄道 事業者
へ現状以上の利便性の向上を働きかける。また、鉄道事業者と連
携し、利用促進啓発活動に取り組む。 

幹
線
的
バ
ス

基
幹
バ
ス

亀山国府線 

（営業路線バス）

■ 亀山国府線は、買物・通院目的の移動を主とする地域間路線とし
て機能しており、亀山市と鈴鹿市の主要施設（亀山駅・鈴鹿回生
病院・平田町駅、鈴鹿中央病院等）を結ぶ営業路線バスであるた
め、当面現状維持とするが、継続して鈴鹿市及びバス事業者との

協議を進めつつ、利便性の向上及び利用促進啓発活動に取り組
む。 

亀山みずほ台線 

（廃止代替路線バス）

■ 亀山みずほ台線は、通学目的の移動を主とする地域間路線として
機能しており、営業路線バスと変わりないサービス水準を確保して
いるため、当面現状維持とするが、鉄道利用による代替交通手段
の活用を睨みつつ、継続して鈴鹿市及びバス事業者と連携して利
用促進啓発活動に取り組み、利用者増を目指す。 

亀山椋本線 

（廃止代替路線 バス）

■ 亀山椋本線は、亀山高校等への通学利用や、買物・通院等の広
域利用に対 応し、津市（椋本）と亀山市を効率よく結んでお り、営
業路線バスと変わりないサービス水準を確保しているため、当面現
状維持とするが、継続して津市及びバス事業者と連携して利用促

進啓発活動に取り組み、利用者増を目指す。 

特定
目的
バス

亀山関工業団地線 
（営業路線バス）

■ 亀山関工業団地線は、亀山駅から特定の地区（工業団地等）を結
ぶ営業路線バスであるため、当面現状維持とする。 

■ 継続してバス事業者と協議し、さらなる利便性向上に取り組む。 

まち
なか

循環

バス

さわやか号

■ さわやか号は、まちなかにおいて主要施設（市役所、医療・福祉拠
点、駅、商業施設等）を連絡し、まちなかの活性化を支援・誘導す
る循環路線として現状維持するものとする。 

■ 市内循環にお ける幹 線的バスとして、非常に有効であり、地 域生
活バスとの接続の基準となる路線である。 

地
域
生
活
バ
ス

野登地区方面 

（野登ルート）

■ 地域ニーズを踏まえ、中部中学校、医療センター、あいあい、商業
施設を経由するルートとして、令和３年４月に再編しているため、当
面現状維持とする。 

■ 毎年 度、評価を実施すると同時に、計画期間 内にお いて地 域の

移動需要に応じたバス、乗合タクシー等の最適な組み合わせによ
る効率的・効果的な運行を検討する。 

白川地区方面 
（白川ルート） 

■ 地域ニーズや利用状況を踏まえ、医療センター、あいあい、商業

施設を経由するルートとして、令和３年４月に再編しているため、当
面現状維持とする。 

■ 毎年 度、評価を実施すると同時に、計画期間 内にお いて地 域の
移動需要に応じたバス、乗合タクシー等の最適な組み合わせによ
る効率的・効果的な運行を検討する。 

井田川・川崎 地区方面
（東部ルート） 

■ 亀山駅を含む市内中心部への移動は、井田川駅からのＪＲ関西本
線の利用、または医療センター及びあいあいでの乗り継ぎを想定
する。 

■ 東部ルート沿線住民への利用促進ＰＲ活動に重点を置き、関係地
域まちづくり協議会と共 に、現在のサービス水準を維持できるよう
バス利用者の確保に努める。 

■ 毎年度、評価を実施する中で、維持基準・見直し基準に満たない
便及びバス停等は見直し対象とすると同時に、計画期間内におい
て地域の移動需要に応じたバス、乗合タクシー等の最適な組み合

わせによる効率的・効果的な運行を検討する。 
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公共交通機関名称等 公共交通維持確保改善の方針

地
域
生
活
バ
ス

東部・昼生地区方面
（南部ルート） 

■ 南部ルート沿線住民への利用促進ＰＲ活動に重点を置き、関係地
域まちづくり協議会と共 に、現在のサービス水準を維持できるよう
バス利用者の確保に努める。 

■ 毎年度、評価を実施する中で、維持基準・見直し基準に満たない
便及びバス停等は見直し対象とすると同時に、計画期間内におい
て地域の移動需要に応じたバス、乗合タクシー等の最適な組み合

わせによる効率的・効果的な運行を検討する。 

関・坂下地区方面 
（西部ルート） 

■ 亀山駅を含む市内中心部への移動は、関駅からのＪＲ関西本線の
利用、または医療センター及びあいあいでの乗り継ぎを想定する。

■ 西部ルート沿線住民への利用促進ＰＲ活動に重点を置き、関係地
域まちづくり協議会と共に、サービス水準を維持できるようバス利
用者の確保に努める。 

■ 毎年度、評価を実施する中で、維持基準・見直し基準に満たない
便及びバス停等は見直し対象とすると同時に、計画期間内におい
て地域の移動需要に応じたバス、乗合タクシー等の最適な組み合

わせによる効率的・効果的な運行を検討する。 

加太地区方面 
（ 加 太 地 区 福 祉 バ
ス） 

■ 関係地域まちづくり協議会等と協議を行い、学校貸切便の活用に

よる利便性向上を図るため、一般住民の混乗を行う。 

■ 亀山駅を含む市内中心部への移動は、加太駅からのＪＲ関西本線
利用を想定する。 

■ 毎年度、評価を実施する中で、維持基準・見直し基準に満たない
便及びバス停等は見直し対象とすると同時に、計画期間内におい
て地域の移動需要に応じたバス、乗合タクシー等の最適な組み合

わせによる効率的・効果的な運行を検討する。 

関南部地区方面 
（関 南 部 地 区 スクー ル

バス活 用 バ ス・地 域
自主運行バス） 

■ 関係地域まちづ くり協議会等と協議を行い、地域ニーズ等を把握
し、地域が主体となった独自のバス運行の導入を進める。 

■ 基本的には、現行のスクールバス活用バスの運行経路をベースと
するとともに、バス停等の増設など運行サービスの充実を図る。 

■ 市 内中心 部への需要は、関 支所で の乗り継ぎ利用 を想定し、亀
山駅へは、関駅からの JR 関西本線利用を想定する。 

乗合タクシー 

■ 鉄道やバスを補完する身近な地域公共交通として、制度の充実を
図る。 

■ 鉄道やバスと のニーズやサービス、 コスト を考慮し た、 最適
な組み合わせによる効率的で効果的な運行と なるよう 見直
しを図る。 

民間タクシー 
■ 民間タクシーは、地 域住 民の生活の移 動、観光旅 客や来訪 者の

移動等に即時対応可能な移動手段として、非常に利便性が高い

ため、タクシー事業者へ現状以上の利便性の確保を働きかける。 
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5‐ 6  数値目標 

先に検討した課題の解決及び基本方針から導きだした計画の目標に対応する数値

目標を次のとおり 設定します。  

本計画の数値目標にかかる基準数値の設定にあたっては、 令和元年度末からの新

型コロナウイルス感染症による利用者減少の状況を踏まえ、平成３ ０ 年度実績数値を使

用して設定します。  

① ⑤ ③設定する数値目標は、次の５ つの項目とし、 から （ を除く ） については、新

型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の水準にまで回復させることを目指して、

③前計画の目標値を引き継ぐものとします。 の乗合タクシーの利用者総数について

は、令和３ 年度見込みを４ ，０ ０ ０ 人とし、令和４ 年度から毎年８ ０ ０ 人ずつ、５ 年

間で４ ， ０ ０ ０ 人の増加を目指します。  

⑥また、 の移動環境に対する不満割合については、 前計画において数値目標とし

た「 不満割合１ ５ ％以下」 を引き継ぎ、不満割合解消に努めるものとし、令和７ 年度

に「 市民アンケート 調査」 を実施し、 達成状況を計るものとします。  

⑦さらに、 コミ ュニティ バス路線の収支率については、 委託料に対する乗車徴収

⑧金の割合、 公共交通維持に係る年間実質負担額については、 廃止代替路線及びコ

ミ ュニティ バス、 乗合タクシーの委託料から乗車徴収金などの歳入を差し引いた実

質負担額の合計値とします。  

なお、 令和８ 年度に行う 本計画の検証及び見直しにおいて用いる各種指標の数値

目標値は、 令和７ 年度のものを用います（ 鉄道駅の乗車人員数は三重県統計書デー

タを使用し、 数値は前々年度のものとします）。  

① 市内バス路線等の利用者総数 

市内バス路線等の利用者総数は、 営業路線バスや廃止代替路線バスを含む既存

の市内全バス路線と乗合タクシーの利用者数の合計 

② コミ ュニティ バス路線の利用者総数 

③ 乗合タクシーの利用者総数 

④ コミ ュニティ バス路線の１ 便あたり の平均乗車人員数 

⑤ 市内の鉄道駅の乗車人員数（ 1 日平均）  

⑥ 移動環境に対する不満割合 

⑦ コミ ュニティ バス路線の収支率 

⑧ 公共交通維持に係る年間実質負担額 
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■ 数値目標

評価指標
現状値

（H30年度）
目標値

（R８年度）
データ収集方法

① 市内バス路線等の
利用者総数 

313,053人 317,000人以上
亀山市及びバス運行
事業者データ 

② コミュニティバス路
線の利用者総数 

90,296人 102,000人以上
亀山市及びバス運行
事業者データ 

③ 乗合タクシーの利
用者総数 

3,741人
［R２］

8,000人 亀山市 

④ コミュニティバス路
線の１便あたりの平
均乗車人員数 

各路線別の１便あた
りの平均乗車人員数

（人/便・日）

各路線別の１便あた
りの平均乗車人員数

（人/便・日）
現状値以上

亀山市及びバス運行
事業者データ 

⑤ 市内の鉄道駅の
乗車人員数（1日
平均） 

3,490人 3,400 人以上 三重県統計書データ

⑥ 移動環境に対する
不満割合 

１5.6％
［R２］

15％以下
市民アンケート 
（R７年度実施） 

⑦ コミュニティバス路
線の収支率 

8.6％ 10.0％以上
亀山市及びバス運行
事業者データ 

⑧ 公共交通維持に
係る年間実質負
担額 

1億511万円/年
［R２］

概ね１億円/年 亀山市 
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第６ 章  計画の目標を達成するための実施事業 

本計画の５ つの基本方針に則り 、 コンパクト シティ のまちづく り や観光振興施策

等との連携を図り つつ、 本計画の目標の達成に向けた施策及び実施事業、 事業の具

体的な取組内容、 実施主体、 スケジュールを次のとおり 定めます。  

基本方針と施策・ 実施事業 

基本方針 施策 実施事業 

１ ． 子どもから高齢者ま
で自由に移動できる、
利用しやすく 、 分かり
やすい地域公共交通の
実現 

① 情報提供と公共交通Ｐ
Ｒ活動 

情報提供 

各種イベント 等と連携した公共交
通のＰ Ｒ活動 

２ ． 鉄道駅を中心に都市
拠点と居住地を結ぶ、
まちづく り と連動した
地域公共交通ネッ ト ワ
ークの形成 

② 路線バスの運行・ 維
持・ 再編 

幹線的バス運行・ 維持 

地域生活バス等運行・ 維持・ 再編

３ ． 地域の利用者ニーズ
を踏まえた、 地域公共
交通の最適化による効
率的で効果的な交通サ
ービスの提供 

③ 地域公共交通の最適化

乗合タクシーの運行・ 充実 

地域公共交通の最適化 

アクセスの向上 

ニーズの把握 

運賃収入以外の収入確保に向けた
取組 

４ ． デジタル化やニュー
ノ ーマルにも対応でき
る、 新たな利用環境の
整備と利便性の高い公
共交通の構築 

④ 新たな利用環境整備 

新たな技術を活用した交通サービ
スの調査研究 

感染症の防止対策 

利用環境の整備 

５ ． 持続可能な地域公共
交通の実現に向けた、
地域と共に考える利用
促進策の展開 

⑤ 公共交通利用促進 

鉄道の利便性向上の要請と利用促
進活動 

住民主体の取り 組み支援 

地域づく り と一体となった取組 

利用促進誘導 

環境対策・ バリ アフリ ー化 

近隣自治体との広域連携の強化 
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基本方針１「 子どもから高齢者まで自由に移動できる、利用しやすく 、分かり やす

い地域公共交通の実現」 に向け、 次の事業に取り組みます。  

検討 実施

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

R6 R7 R8

情報提供

乗継拠点における総合案内板の設
置、 バス車両、 バス停等への系統表
示及び乗継案内表示の充実

事業 事業内容

事業実施年度

実施主体 R4 R5

亀山市
バス運行事業者

地域の観光資源を含むバスマップ及
び分かりやすいダイヤ表の作成、 亀
山市ホームページ及びインターネッ
ト 検索の充実等

亀山市
三重県
バス運行事業者

各種イベント 等と連携し
た公共交通のＰ Ｒ活動

子どもや高齢者向けのバス乗り方教
室の開催

亀山市
三重県
バス運行事業者
地域

市のイベント 時におけるバス利用促
進啓発活動、  商業振興等の関係団
体と連携したバス利用促進活動の実
施

亀山市
関係団体
バス運行事業者

乗合タクシー制度の出前講座の開催
亀山市
地域

基本方針２「 鉄道駅を中心に都市拠点と居住地を結ぶ、まちづく り と連動した地域

公共交通ネッ ト ワークの形成」 に向け、 次の事業に取り 組みます。  

検討 実施

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

地域生活バス（ コミ ュニティ バス）
の継続運行及びサービス水準の維持

亀山市・ バス運行
事業者・ 地域

地域生活バス等運行・ 維
持・ 再編

幹線的バス運行・ 維持

亀山国府線、 亀山みずほ台線、 亀山
椋本線、 亀山関工業団地線、 さわや
か号の継続運行及びサービス水準の
維持

亀山市
バス運行事業者
関係団体
隣接市(津市･鈴鹿市)

隣接市（ 津市・ 鈴鹿市） 及びバス運
行事業者と連携して、 利用促進啓発
活動の実施

亀山市
バス運行事業者
関係団体
隣接市(津市･鈴鹿市)

R6 R7 R8
事業 事業内容

事業実施年度

実施主体
R4 R5

① 情報提供と公共交通Ｐ Ｒ活動 施策 

② 路線バスの運行・ 維持・ 再編 施策 
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基本方針３「 地域の利用者ニーズを踏まえた、地域公共交通の最適化による効率的

で効果的な交通サービスの提供」 に向け、 次の事業に取り組みます。  

検討 実施

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

亀山市
タクシー事業者
地域

ニーズの把握
公共交通にかかる地域ニーズの把
握・ 乗降調査等の実施

地域
亀山市

運賃収入以外の収入確保
に向けた取組

車内広告、 バス停ネーミ ングライ
ツ、 協賛金等の導入協議

亀山市
バス運行事業者
乗合タクシー運行事業者

関係団体

地域公共交通の最適化
ニーズやサービス、 コスト を考慮し
た市内地域公共交通の最適な組み合
わせによる運行の協議

アクセスの向上
鉄道やバス等の乗り継ぎや主要施設
へのアクセスを考慮したダイヤの設
定（ 見直し）

亀山市
鉄道事業者
バス運行事業者
タクシー事業者

乗合タクシーの運行・ 充
実

乗合タクシーの運行及びサービス水
準の向上

亀山市
タクシー事業者
地域

R6 R7 R8事業 事業内容

事業実施年度

実施主体 R4 R5

基本方針４「 デジタル化やニューノ ーマルにも対応できる、新たな利用環境の整備

と利便性の高い公共交通の構築」 に向け、 次の事業に取り組みます。  

検討 実施

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

R6 R7 R8事業 事業内容

事業実施年度

実施主体 R4 R5

利用環境の整備
亀山駅、 あいあい、 その他乗継拠点
における待合環境向上

亀山市
バス運行事業者

新たな技術を活用した交
通サービスの調査研究

ＡＩ ・ Ｉ ｏ Ｔ 等新たな技術を活用し
た効率的・ 効果的な交通サービスの
調査研究

亀山市
バス運行事業者
乗合タクシー運行事業者

感染症の防止対策
公共交通機関における感染防止対策
の実施

亀山市
鉄道事業者
バス運行事業者
タクシー事業者

③ 地域公共交通の最適化施策 

④ 新たな利用環境整備施策 
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基本方針５「 持続可能な地域公共交通の実現に向けた、地域と共に考える利用促進

策の展開」 に向け、 次の事業に取り 組みます。  

検討 実施

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

近隣自治体との広域連携
の強化

隣接自治体のコミ ュニティ バスとの
乗り継ぎ改善と相互乗り入れの協議

亀山市
バス運行事業者
隣接市(津市･鈴鹿市)

利用促進誘導

地域ボランティ アによる乗合タク
シーの乗車支援

亀山市
乗合タクシー運行事業者

地域

交通系Ｉ Ｃカードを活用した利用促
進策の実施

亀山市
バス運行事業者

環境対策・ バリアフリー
化

バス・ タクシー車両の改善（ 低公害
型車両、 ノンステップバス等）

バス運行事業者
亀山市

地域
亀山市

地域づく り と一体となっ
た取組

子ども会や老人クラブなど地域の団
体による路線バスを活用したイベン
ト 等の開催

亀山市
三重県
バス運行事業者
地域

地域住民による当事者意識の醸成と
各種活動の実施（ 利用モデルダイヤ
作成、 バス停、 付帯施設及び周辺に
おける環境整備等）

地域
亀山市
バス運行事業者

住民主体の取り組み支援

運行車両更新時に応じて

R6 R7 R8
事業 事業内容

事業実施年度

実施主体
R4 R5

鉄道の利便性向上の要請
と利用促進活動

鉄道関係の各種同盟会や関係機関、
関係市町と連携した要望活動の実施

亀山市
関係団体
鉄道事業者

鉄道事業者と連携し、 観光誘客を含
む鉄道利用者増へ向けた利用促進啓
発活動の実施

亀山市
関係団体
鉄道事業者
地域

地域が主体となった「 地域自主運行
バス」 の導入の推進と支援体制等の
構築（ 関南部地区方面のスクールバ
スの活用継続）

⑤ 公共交通利用促進施策 
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目標を達成するための事業の整理 

【 前計画】  

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

地域が主体となった「 地域自主運行バス」 の
導入の推進と支援体制等の構築

地域・ 亀山市

鉄道事業者と連携し、 観光誘客を含む鉄道利
用者増へ向けた利用促進啓発活動の実施

亀山市・ 関係団体・
鉄道事業者・ 地域

亀山市・ バス運行事
業者

市のイベント 時におけるバス利用促進啓発活
動、  商業振興等の関係団体と連携したバス利
用促進活動の実施

亀山市・ 関係団体・
バス運行事業者

地域住民による当事者意識の醸成と各種活動
の実施（ 利用モデルダイヤ作成、 バス停、 付
帯施設及び周辺における環境整備等）

地域・ 亀山市・ バス
運行事業者

5 .バス路線の評価及び
地域との連携強化

地域との連携強化

地域まちづく り協議会との連携等による公共
交通にかかる地域ニーズの把握・ 地域生活バ
ス再編にかかる協議等の実施

地域・ 亀山市

鉄道の利便性向上の要請と利用促
進活動

鉄道関係の各種同盟会や関係機関、 関係市町
と連携した要望活動の実施

亀山市・ 関係団体・
鉄道事業者

4 .公共交通利用促進

情報提供

乗継拠点における総合案内板の設置、 バス停
案内、 乗継案内表示の充実

亀山市・ バス運行事
業者

乗継拠点及び乗継案内等がインターネット 検
索できる仕組みの導入

亀山市・ 三重県・ バ
ス運行事業者

地域づく りと一体となった取り組
み

バスを活用し、 地域コミ ュニティ の形成に向
けた取り組みの実施（ バス乗り方教室等のバ
スを活用したイベント 開催等）

亀山市・ 三重県・ バ
ス運行事業者・ 地域

亀山駅、 あいあい、 その他乗継拠点における
待合環境向上

亀山市・ バス運行事
業者

環境対策・ バリアフリー化

バス車両の改善（ 低公害型車両、 ノンステッ
プバス等）

バス運行事業者・ 亀
山市

利用促進誘導

回数券の充実、 乗継割引制度や市内全路線共
通回数券の導入協議

住民主体の取り組み支援

運賃収入以外の収入確保に向けた
取り組み

車内広告、 バス停ネーミ ングライツ、 協賛金
等の導入協議

亀山市・ バス運行事
業者・ 乗合タクシー
運行事業者・ 関係団
体

3 .運賃体系の見直し等

運賃体系の見直し

受益者負担の適正化に関する基準等に準じた
運賃体系の見直し及びバス運賃の見直し

亀山市・ バス運行事
業者

完了

継続

分かりやすいバス系統名の設定及びバス車
両、 バス停等への系統表示

亀山市・ バス運行事
業者

地域の観光資源を含むバスマップ及び分かり
やすいダイヤ表の作成、 亀山市ホームページ
の充実等

亀山市・ バス運行事
業者

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

完了

完了

継続

継続

継続

亀山市・ バス運行事
業者・ 関係団体・ 隣
接市（ 津市・ 鈴鹿
市）

2 .地域生活バス路線等
運行・ 維持・ 再編

地域生活バス等運行・ 維持・ 再編

野登・ 白川地区自主運行バス（ 野登・ 白川地
区方面） の路線再編（ 白川地区方面の路線分
離等） 協議

亀山市・ バス運行事
業者・ 地域

1 .幹線的バス路線運行・ 維
持

幹線的バス運行・ 維持

亀山国府線、 亀山みずほ台線、 亀山椋本線、
亀山関工業団地線、 さわやか号の継続運行及
びサービス水準の維持

亀山市・ バス運行事
業者・ 関係団体・ 隣
接市（ 津市・ 鈴鹿
市）

東部ルート （ 井田川・ 川崎地区方面） の継続
運行及びサービス水準の維持

亀山市・ バス運行事
業者・ 地域

南部ルート （ 南部・ 昼生地区方面） の継続運
行及びサービス水準の維持

亀山市・ バス運行事
業者・ 地域

関南部地区方面のスクールバスの活用継続・
地域自主運行バスの導入協議

亀山市・ バス運行事
業者・ 地域

乗合タクシーの運行開始（ Ｈ29年度： 制度設
計等・ Ｈ30年度： 運行開始）

亀山市・ タクシー事
業者・ 地域

西部ルート （ 関・ 坂下地区方面） の路線再編
実施（ 神辺地区方面経由）

亀山市・ バス運行事
業者・ 地域

加太地区福祉バス（ 加太地区方面） の継続運
行及びサービス水準の維持・ 地域自主運行バ
ス導入等の協議

亀山市・ バス運行事
業者・ 地域

完了

Ｈ30 R１ R２ R３事業内容

事業実施年度

実施主体Ｈ29 新計画
への継続

隣接市（ 津市・ 鈴鹿市） 及びバス運行事業者
と連携して、 利用促進啓発活動の実施

施策 事業

運行車両更新時に応じて

継続

継続

継続

継続

完了

継続

継続

完了

継続

継続

事業実施 連携計画からの継続実施
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【 本計画】  

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

4 ． デジタル化や
ニューノ ーマルにも
対応できる、 新たな
利用環境の整備と利
便性の高い公共交通
の構築

④ 新たな利用環境整
備

1 ． 子どもから高齢
者まで自由に移動で
きる、 利用しやす
く 、 分かりやすい地
域公共交通の実現

① 情報提供と公共交
通PR活動

5 ． 持続可能な地域
公共交通の実現に向
けた、 地域と共に考
える利用促進策の展
開

⑤ 公共交通利用促進

アクセスの向上
新規

（ 実施済）

継続

継続

継続

新規

亀山駅、 あいあい、 その他乗継拠点における
待合環境向上

亀山市・ バス運行事
業者

住民主体の取り組み支援

地域づく りと一体となった取
組

交通系Ｉ Ｃカードを活用した利用促進策の実
施

亀山市・ バス運行事
業者

亀山市・ 関係団体・
鉄道事業者

継続

継続

継続

新規

地域ボランティ アによる乗合タクシーの乗車
支援

亀山市・ 乗合タク
シー運行事業者・ 地
域

利用促進誘導

新規

継続

新規

新規
（ 実施済）

継続

亀山市・ 地域

亀山市・ バス運行事
業者・ 地域

亀山市・ タクシー事
業者・ 地域

亀山市・ 鉄道事業
者・ バス運行事業
者・ タクシー事業者

隣接自治体のコミ ュニティ バスとの乗り継ぎ
改善と相互乗り入れの協議

亀山市・ バス運行事
業者・ 隣接市（ 津
市・ 鈴鹿市）

ニーズやサービス、 コスト を考慮した市内地
域公共交通の最適な組み合わせによる運行の
協議

亀山市・ タクシー事
業者・ 地域

ＡＩ ・ Ｉ ｏ Ｔ 等新たな技術を活用した効率
的・ 効果的な交通サービスの調査研究

亀山市・ バス運行事
業者・ 乗合タクシー
運行事業者

公共交通にかかる地域ニーズの把握・ 乗降調
査等の実施

地域・ 亀山市

バス・ タクシー車両の改善（ 低公害型車両、
ノンステップバス等）

バス運行事業者・ 亀
山市

公共交通機関における感染防止対策の実施 亀山市・ 鉄道事業
者・ バス運行事業
者・ タクシー事業者

子ども会や老人クラブなど地域の団体による
路線バスを活用したイベント 等の開催

亀山市・ 三重県・ バ
ス運行事業者・ 地域

地域住民による当事者意識の醸成と各種活動
の実施（ 利用モデルダイヤ作成、 バス停、 付
帯施設及び周辺における環境整備等）

鉄道関係の各種同盟会や関係機関、 関係市町
と連携した要望活動の実施

亀山市・ 関係団体・
鉄道事業者・ 地域

地域が主体となった「 地域自主運行バス」 の
導入の推進と支援体制等の構築（ 関南部地区
方面のスクールバスの活用継続）

地域・ 亀山市

鉄道事業者と連携し、 観光誘客を含む鉄道利
用者増へ向けた利用促進啓発活動の実施

地域・ 亀山市・ バス
運行事業者

車内広告、 バス停ネーミ ングライツ、 協賛金
等の導入協議

亀山市・ バス運行事
業者・ 乗合タクシー
運行事業者・ 関係団
体

鉄道やバス等の乗り継ぎや主要施設へのアク
セスを考慮したダイヤの設定（ 見直し）

R5

地域生活バス（ コミ ュニティ バス） の継続運
行及びサービス水準の維持

乗合タクシーの運行及びサービス水準の向上

継続
新規

継続

継続

継続

継続

新規
（ 実施済）

継続

継続

継続

乗合タクシー制度の出前講座の開催

継続

乗継拠点における総合案内板の設置、 バス車
両、 バス停等への系統表示及び乗継案内表示
の充実

地域の観光資源を含むバスマップ及び分かり
やすいダイヤ表の作成、 亀山市ホームページ
及びインターネット 検索の充実等

子どもや高齢者向けのバス乗り方教室の開催

地域公共交通の最適化

乗合タクシーの運行・ 充実

運賃収入以外の収入確保に向
けた取組

3 ． 地域の利用者
ニーズを踏まえた、
地域公共交通の最適
化による効率的で効
果的な交通サービス
の提供

③ 地域公共交通の最
適化

ニーズの把握

新たな技術を活用した交通
サービスの調査研究

感染症の防止対策

利用環境の整備

鉄道の利便性向上の要請と利
用促進活動

近隣自治体との広域連携の強
化

R6 R7 R8事業内容

事業実施年度

実施主体R4

亀山市・ 三重県・ バ
ス運行事業者・ 地域

2 ． 鉄道駅を中心に
都市拠点と居住地を
結ぶ、 まちづく りと
連動した地域公共交
通ネット ワークの形
成

地域生活バス等運行・ 維持・
再編

情報提供

幹線的バス運行・ 維持

環境対策・ バリアフリー化

市のイベント 時におけるバス利用促進啓発活
動、  商業振興等の関係団体と連携したバス利
用促進活動の実施

亀山市・ 関係団体・
バス運行事業者各種イベント 等と連携した公

共交通のＰ Ｒ活動

亀山国府線、 亀山みずほ台線、 亀山椋本線、
亀山関工業団地線、 さわやか号の継続運行及
びサービス水準の維持

亀山市・ バス運行事
業者・ 関係団体・ 隣
接市（ 津市・ 鈴鹿
市）

隣接市（ 津市・ 鈴鹿市） 及びバス運行事業者
と連携して、 利用促進啓発活動の実施

亀山市・ バス運行事
業者・ 関係団体・ 隣
接市（ 津市・ 鈴鹿
市）

亀山市・ バス運行事
業者

亀山市・ 三重県・ バ
ス運行事業者

基本方針 実施事業

運行車両更新時に応じて

施策

② 路線バスの運行・
維持・ 再編

新規

新規
（ 実施済）

検討 実施
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第７ 章  計画の達成状況の評価 

地域公共交通のニーズは、 地域住民の生活環境や社会的経済的な事情等とともに

変化します。 既に一定の地域公共交通が確保されている地域であっても、 利用状況

やニーズの把握等について定期的な点検・ 評価を実施し 、 新たな課題の抽出とその

改善をしていく ことが求められます。このため、Ｐ Ｄ ＣＡ（ 計画・ 実行・ 評価・ 改善）

サイクルにより 、計画的に取り 組むことによって、事業を効果的・ 効率的に進める必

要があり ます。

計画案の作成は、市民・ 交通事業者・ 有識者・ 行政等から構成されている「 亀山市

地域公共交通会議」 及び「 亀山市バス等検討委員会」 が行い、計画の策定は亀山市が

行います。

計画の推進については、地域住民、交通事業者、行政それぞれが適切な役割分担を

果たしながら行う こととし、 地域住民の公共交通の運営への参画を高め、 協働の場

となるよう に発展させていきます。

計画を推進し、 より よい地域公共交通を実現するためには、 事業の実施状況及び

目標の達成状況を把握し、計画の進捗状況を評価し、その結果に基づき改善を行い、

改善に基づき施策を見直す、「 Ｐ ＤＣ Ａ サイクル」 を適切に運用することで、事業を

効果的・ 効率的に進めていきます。  

特に、本計画で設定する数値目標については、評価において設定目標の適切性、数

値の客観性と妥当性を検証し、 場合によっては設定自体を見直すことにより 、 形骸

化しないよう にします。  

（ １ ） 亀山市地域公共交通計画の評価の基本的考え方（ Ｐ ＤＣ Ａ サイクル）  

令和８ 年度においては、 亀山市地域公共交通計画全体の見直しを実施します。  

本計画全体の評価・ 検証、改善策の検討は、亀山市地域公共交通会議及び亀山市

バス等検討委員会で実施します。  

本計画全体の評価・ 検証は、「 バス路線単位での評価」 、「 ネッ ト ワーク全体で

の評価」 、「 目標を達成するための事業の評価」 の３ つの視点に基づき、総合的に

評価・ 検証します。  

目標値が達成できていない場合は、その要因を分析し、改善策を検討するＰ ＤＣ

→ → →Ａ サイクル（ 計画 実行 評価 改善） により 、 新たな交通計画へと繋げます。  

（ ２ ） バス路線単位の評価の基本的考え方（ Ｐ ＤＣ Ａ サイクル）  

路線単位の評価は、原則１ 年間の運行を経て評価基準に基づき毎年実施します。 

幹線的バス（ 基幹バス及び循環バス） は、本市の公共交通軸としての機能を有す

ることから、 地域公共交通会議において、 住民、 交通事業者及び行政の協働のも

と、 運行結果に基づく 評価を実施し、 運行維持を検討します。  

地域生活バスは、地域に密着した生活交通路線であることから、地域まちづく り

協議会等において、住民と行政が協働で運行結果に基づく 評価を実施し、見直し案

→ → →や利用促進策を検討するとともに、Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サイクル（ 計画 実行 評価 改善）
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により 、亀山市地域公共交通会議及び亀山市バス等検討委員会において、運行維持

の妥当性を審査・ 検証します。この際、定時定路線による運行が適切ではないと考

えられる場合、 その他の方法も検討します。  

なお、コミ ュニティ バス路線の評価は、路線維持の考え方に基づく 運行主体が中

心となり 、路線存続の妥当性を判断する「 維持基準」 と路線の見直しや利用促進に

向けた判断基準となる「 見直し基準」 に基づき実施します。  

【 コミ ュニティ バス路線単位の評価指標と評価基準】  

維持基準

路線維持の妥当性を判断 

評価指標： １ 便当たり の平均乗車人員 

評価基準： ３ ． ０ 人／便・ 日 

※ 数値化基準による定量評価をはじめ、地域で生活交通を考

える組織等による利用促進活動などバス路線の維持・向上に

向けた取組実態等(定性評価)も含め、総合的に判断します。

見直し(改善)基準

路線の見直しや利用促進に向けた判断基準 

評価指標： 平日１ 日当たりの停留所別乗降者数 

評価基準： ５ ． ０ 人／日以上 

※ 平成２ ７ 年度第２ 回交通会議にて設定 

（ ３ ） ネッ ト ワーク全体での評価の基本的考え方（ Ｐ ＤＣＡ サイクル）  

ネッ ト ワーク全体での評価は、 個別のバス路線が市内公共交通のネッ ト ワーク

として機能しているかをバス路線単位の評価検証、市内Ｊ Ｒ 駅の乗車人員数、地域

での取組等を踏まえて、計画最終年度に総合的に評価・ 検証を行う こととします。  

（ ４ ） 目標を達成するための事業評価の基本的考え方（ Ｐ ＤＣ Ａ サイクル）  

目標を達成するための事業については、 亀山市地域公共交通会議及び亀山市バ

ス等検討委員会において、毎年度、年度当初に本計画の実施事業のスケジュールを

基に計画を作成し、承認を得た上で実施します。年度終了後、各事業単位にＰ ＤＣ

→ → →Ａ サイクル（ 計画 実行 評価 改善） により 、事業達成状況や事業の妥当性を評

価・ 検証します。  
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【 公共交通ネッ ト ワーク（ 亀山市地域公共交通計画）】  

 ネットワーク全体での評価・検証 

 目標値の達成度の評価・検証

① 市内バス路線等の利用者総数 3 17 ,0 0 0 人以上 

② コミ ュニティ バス路線等の利用者総数 102 ,0 0 0人以上 

③ 乗合タクシーの利用者総数 8 ,0 0 0人以上 

④ コミ ュニティ バス路線の１ 日当たり の平均乗車人員数  H30 現状値以上

⑤ 市内の鉄道駅の乗車人員数（ 1日平均） 3 ,4 0 0人以上 

⑥ 不満割合1 5％以下 

⑦ コミ ュニティ バス路線の収支率  1 0 .0％以上 

⑧ 公共交通維持に係る年間実質負担額 概ね１ 億円／年 

事業の実施

亀山市地域公共交通計画の策定〔Ｒ４〕

地域まちづく
り協議会等

第２次亀山市総合計画《Ｒ７》

改善点 
の検討 

亀山市地域 

公共交通会議

Check

亀山市地域公共交通計画の見直し〔R8〕

公共交通ネットワーク（亀山市地域公共交通計画）のＰＤＣＡサイクル

事業のＰＤＣＡサイクル

Plan

Do

Do

Action

目標達成のための事業のＰＤＣＡサイクル（毎年度実施）

Action

実施事業計画の作成・承認 Plan

事業単位 
での評価 
・検証

Check
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【 バス路線単位のＰ ＤＣ Ａ サイクル】

＜路線単位の運行評価・見直し手順＞ 

▼年度ごとに利用実態を把握し、 

▼評価結果を広く住民に知らせ、 

▼ 地域住民参画のもと見直し案を検討し、 

▼原則３年を目途に路線維持の妥当性を判断します。 

バス路線単位のＰＤＣＡサイクル

＜評価指標・評価基準＞ 

診断１ サービス評価からの課題

・生活ニーズに合ったサービスが

提供されているか？ 

診断２ 事業評価からの課題

・バスが利用され、一定の費用

効率が確保されているか？ 

診断３ サービス評価からの課題

・バスの運行目的は達成されて

いるか？ 

個別計画（案）

（地域まちづくり協議会等・事務局）

計画案の審査・検証

（地域公共交通会議） 

※ 路線存続・廃止の妥当性判断 

提案 

運行（１年間）

運行結果の整理

・利用実態 

・利用者意向 

・地域住民意向 

（各路線の運行主体）

評価基準に基づく検討

（地域住民と行政が協働で実施） 

＜１年目・２年目＞ 

・運行計画（ダイヤ・バス停の位置等）の

見直し 

・利用促進策の検討 

＜３年目＞ 

・路線存続・廃止の妥当性 

↓  

・他の方法による移動手段確保の検討 

Do

Check

Action

Plan
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【 亀山市地域公共交通会議及び亀山市バス等検討委員会関係図】

利用者の視点からの乗合輸
送サービスの設定・提案等を実施。公共交通に
より享受できるサービスを理解し、利用促進に向
けた地域主体の取組を実施。 

身近な地域公共交通を利用して、 誰もが自由に移動できるまち 

亀山市 

庁議

亀山市バス等検討委員会
委員長：副市長 
委員：部長級職員８名

・ 

亀山市が目指すべき交通体系の目標増
（事業実施効果の共有化） 

・路線バスを含む合理的な公共交通ネッ
トワーク調整 

・地域の利用者ニーズを踏まえた費用対
効果の検討 

・サービス水準の向上と利用促進を誘導
する戦略的行政支援策の協議 

・地域の主体的取組を支援することがで
きる利用促進策の協議 

亀山市(庁内調整・方針決定)

調査研究部会
（委員長の推薦する者を市長が任命）

必要に応じて、委員会から支持された事項
について調査研究し、その結果を委員会に
報告する（事務局にて調整）。 

指示

報告

交通計画策定など市の方針を決定する場合 

亀山市地域公共交通会議

会長：副市長 
委員：外部組織代表者

14 名

道路運送法、活性化再生法(地域公共交通の活性化
及び再生に関する法律)に基づく会議 

地域住民等

亀山市が策定・実施する交
通施策を踏まえ、交通事業者としてのノウハウを
活用した提案の実施。交通保安・道路管理の
視点からの指導や助言。 

交通事業者・警察

亀山市の将来像を支える公共交
通のあり方を明確にし、路線バス・鉄道を含む公
共交通体系を総合的にコーディネート。移動手
段確保に対する責任者。

行 政

地域における住民生活に必要なバス等の確保そ
の他旅客利便の増進を図り、地域の実情に即し
た輸送サービスの実現に必要となる事項（運行
形態・運賃・計画等）を協議・決定する。 

【事務局】

政策部 政策推進課 交通政策グループ
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（ ５ ） 亀山市地域公共交通計画の検討体制及び協議経過 

① 検討体制 

■ 亀山市地域公共交通会議（ 法定協議会）  委員名簿 （ R3. 10. 1 現在）  

役 職 氏 名 所 属（ 所属先役職）  

会 長 西口  昌利 亀山市副市長 

副会長 浅野  重信 亀山市自治会連合副会長 

座 長 松本 幸正 名城大学理工学部社会基盤デザイン工学科教授 

委 員 西川 喜賀 亀山地域まちづく り 協議会連絡会議代表 

〃 佐野 安子 亀山市婦人会連絡協議会副会長 

〃 佐野 嘉和 亀山市老人クラブ連合会生活安全部長 

〃 江藤 清治 亀山市民生委員児童委員協議会連合副会長 

〃 藤本 昌也 亀山市Ｐ Ｔ Ａ 連合副会長 

〃 川端 邦裕 公益社団法人三重県バス協会代表 

〃 中島 嘉浩 一般社団法人三重県タクシー協会代表 

〃 高橋  克典 三重交通労働組合中勢支部支部長 

〃 渡邊 良成 東海旅客鉄道株式会社 代表 

〃 兒嶋 一裕 西日本旅客鉄道株式会社 代表 

〃 鈴木 博行 国土交通省中部運輸局三重運輸支局首席運輸企画専門官

〃 森本 英幸 亀山警察署交通課長 

〃 羽田 綾乃 三重県地域連携部交通政策課長 

〃 高柳 伸浩 三重県鈴鹿建設事務所副所長兼保全室長 

（ 順不同）  

■ 亀山市バス等検討委員会 委員名簿（ R3. 10. 1 現在）

区 分 氏 名 所 属（ 所属先役職）  

委員長 西口  昌利 副市長 

委 員 山本 伸治 総合政策部長 

〃 青木  正彦 生活文化部長 

〃 小林  恵太 健康福祉部長 

〃 大澤  哲也 産業建設部長 

〃 亀山    隆 教育部長 

〃 辻村  俊孝 生活文化部 関支所長 
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② 協議経過

■ 亀山市地域公共交通会議 協議経過

回 開催日 協議内容等

令和３ 年度第１ 回 令和３ 年４ 月２ ６ 日 

（ 書面開催）  

○ 役員の選出について 

令和３ 年度第２ 回 令和３ 年６ 月２ ８ 日 

（ 書面開催）  

〇令和２ 年度事業報告及び収支決算について 

〇令和３ 年度事業計画( 案) 及び収支予算( 案) について 

〇乗合タクシー事業の令和２ 年度実績について 

〇乗合タクシーＡ Ｉ 実証実験の検証について 

〇地域公共交通計画策定スケジュールについて

〇令和２ 年度地域公共交通事業評価について 

〇地域公共交通確保維持事業( 亀山市地域内フィ ーダー系統

確保維持計画) について 

〇野登ルート のダイヤ改正について 

〇乗合タクシー地域停留所の追加設置要望について 

令和３ 年度第３ 回 令和３ 年１ １ 月２ ９ 日 〇地域公共交通計画策定について

① 地域公共交通計画の策定にあたって

② 地域公共交通計画の検証について

③ 地域公共交通計画(骨子案)について

〇再編路線等の状況及び検証等について 

〇新規参入事業者について 

〇乗合タクシー停留所の追加設置要望について 

令和３ 年度第４ 回 令和４ 年２ 月９ 日 

（ 書面開催）  

〇地域公共交通計画策定について

① 地域公共交通計画(案)について

② 公共交通(バス・ 乗合タクシー) に関する地域意向調査

結果について

③ 課題分析と新計画の基本方針について

④ 目標を達成するための事業の整理について

〇乗合タクシーの利用促進策について 

令和３ 年度第５ 回 令和４ 年３ 月７ 日 

（ 書面開催）  

〇地域公共交通計画(最終案)について

〇乗合タクシーの利用促進策について 
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■ 亀山市バス等検討委員会 協議経過

回 開催日 協議内容等

令和３ 年度第１ 回 令和３ 年6 月２ 日 

（ 書面開催）  

〇乗合タクシー事業の令和２ 年度実績について 

〇乗合タクシーＡ Ｉ 実証実験の検証について 

〇地域公共交通計画策定スケジュールについて

〇令和２ 年度地域公共交通事業評価について 

〇地域公共交通確保維持事業( 亀山市地域内フィ ーダー系統

確保維持計画) について 

〇野登ルート のダイヤ改正について 

〇乗合タクシー地域停留所の追加設置要望について 

令和３ 年度第２ 回 令和３ 年１ ０ 月２ ７ 日 〇地域公共交通計画策定について

① 地域公共交通計画の策定にあたって

② 地域公共交通計画の検証について

③ 地域公共交通計画(骨子案)について

〇新規参入事業者について 

〇乗合タクシー停留所の追加設置要望について

令和３ 年度第３ 回 令和４ 年１ 月１ ７ 日 〇地域公共交通計画策定について

① 地域公共交通計画(案)について

② 公共交通(バス・ 乗合タクシー) に関する地域意向調査

結果について

③ 課題分析と新計画の基本方針について

④ 目標を達成するための事業の整理について

〇乗合タクシー制度の見直し について

令和３ 年度第４ 回 令和４ 年２ 月１ ５ 日 

（ 書面開催）  

〇地域公共交通計画(最終案)について

〇乗合タクシーの利用促進策について 



72

用語解説 

用語 解説 

Ｉ ｏ Ｔ  

I nternet of  Thi ngs の略で、「 モノ のインターネッ ト 」 と

呼ばれる。 自動車、 家電、 ロボッ ト 、 施設などあらゆるモ

ノ がインターネッ ト につながり、情報のやり 取りをするこ

とで、 モノ のデータ化やそれに基づく 自動化等が進展し、

新たな付加価値を生み出す。  

移動困難者 
主に自家用車に乗車（ 同乗を含む） して、 移動ができない

者を指す。  

移動需要特性 
地域の利用者ニーズ、地域の観光資源等への観光需要と実

際のバス利用状況等から導き出した移動需要の特性。  

Ａ Ｉ （ 人工知能）  

Art i f i ci al  I ntel l i gence（ 人工知能） の略。人工的な方法

による学習、 推論、 判断等の知的な機能の実現や、 人工的

な方法により 実現し た当該機能の活用に関する技術のこ

と。  

ウィ ズコロナ 
新型コロナウイルス感染症の撲滅が困難であること を前

提とした新たな戦略や生活様式のこと。  

営業路線バス 
バス事業者が運営・ 運行している路線バス（ 民間バス路線

ともいう ） 。  

Ｓ ＤＧｓ  

２ ０ ３ ０ 年までに持続可能で多様性と 包摂性のある社会

を目指す国際目標。 １ ７ のゴールと １ ６ ９ のタ ーゲッ ト

から構成される。  

カーボンニュート ラル 

温室効果ガスの排出について、二酸化炭素をはじめとする

温室効果ガスの排出量から、 森林などによる吸収 量を差

し引いてゼロを達成すること。  

幹線的バス 

本市の交通ネッ ト ワークの骨格を担う バスとして、営業路

線バス（ 亀山国府線・ 亀山関工業団地線） 、 廃止代替路線

バス（ 亀山みずほ台線・ 亀山椋本線） 、 さわやか号の計５

路線をいう 。  

コスト  費用。 バス運行費用のことをいう 。  

コミ ュニティ バス 

本市の自主運行バスをいう 。 路線としては、 さわやか号、

野登ルート 、 白川ルート 、 東部ルート 、 南部ルート 、 西部

Ａ ルート 、 加太地区福祉バスの計７ 路線をいう 。  

コミ ュニティ 系バス 
本市のコミ ュニティ バス、 乗合タクシー、 地域自主運行バ

ス、 関南部スクールバス活用バスをいう 。  

コンパクト シティ  

都市的土地利用の郊外への拡大を抑制すると 同時に中心

市街地の活性化が図られた、生活に必要な諸機能が近接し

た効率的で持続可能な都市、もしく はそれを目指した都市

政策のことである。  

基幹バス 

本市の幹線的バスのう ち、隣接市へのアクセスにも対応す

るバス路線であり 、 営業路線バス（ 亀山国府線） 、 廃止代

替路線バス（ 亀山みずほ台線・ 亀山椋本線） の計３ 路線を

いう 。  

公共交通不便地域 
本市においては、鉄道駅から半径１ ｋ ｍおよびバス停から

半径５ ０ ０ ｍの範囲外の地域をいう 。  
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用語 解説 

交通系Ｉ Ｃ カード

全国の交通事業者間で相互利用できる非接触型通信が可

能なＩ Ｃ チッ プを組み込んだカード 型乗車券で運賃精算

が行える。  

交通結節点 
異なる交通手段を相互に連絡する乗り換え・ 乗り継ぎ施設

又は場所のこと。  

自主運行バス 

明確な定義付けがなされていないが、 一般的に「 地方公共

団体等がまちづく り 等住民福祉の向上を図るため交通空

白地域・ 不便地域の解消、 高齢者等の外出促進、 公共施設

の利用促進を通じた『 まちづく り 』 の活性化等を目的とし

※て、 自らが主体的に運行を確保するバスのこと 」 とされ

ている。  

※ 平成１ ８ 年１ ０ 月の道路運送法改正内容を検討した『 コ

ミ ュニティ バス等地域住民協働型輸送サービス検討小

委員会』 における定義 

収支率 

収支の実態を表す指標で、以下の式により算出する。100％

以上であれば収益が確保されていることとなる。  

【 収支率＝経常収益÷経常費用×100（ ％） 】  

地域運行バス 
地域住民が地域の実情に応じ、自らが運行主体となり運行

するバス。  

地域生活バス 

本市のコミ ュニティ バス７ 路線のう ち、さわやか号を除く

６ 路線および、現在の関南部スクールバス活用バスや地域

自主運行バスを地域生活バスとして区分している。  

地域公共交通会議 

自治体・ 交通事業者・ 住民・ 関係者等が、 地域の実情に応

じた適切な乗合旅客運送の形態及び運賃・ 料金、 事業計画

等について協議・ 合意形成する場として、 道路運送法に定

められているもの。  

地域生活交通 

運行目的や車両の大きさにかかわらず、 バス、 ジャンボタ

クシー等、市が運行又は運行業務委託するすべての輸送事

業を指す。  

※ 移動困難者の日常生活における最低限度の移動性を効

率的・ 効果的に確保することを目的とした地域生活交通

の再編方針『 効率的で効果的な新市の生活交通の再編に

向けて』（ 平成１ ９ 年１ 月） における定義 

超高齢社会 

高齢化率（ ６ ５ 歳以上の人口が総人口に占める割合） が２

１ ％を超える社会のこと。 なお、 ７ ％以上を高齢化社会、

１ ４ ％以上を高齢社会という 。  

デジタル・ ト ランスイン

フォメ ーショ ン（ ＤＸ ）

２ ０ ０ ４ 年にスウェ ーデンのウメ オ大学のエリッ ク・ スト ル

ターマン教授が提唱した「 進化したデジタル技術を活用・ 浸

透させることで、 人々の生活をあらゆる面でより 良い方向に

変化させていく 」 という 概念。

デマンド 型交通 
電話予約など利用者のニーズに応じ て柔軟な運行を行う

公共交通の一形態。  

ニューノ ーマル 

社会に大きな影響をもたらす変化が起こり、これまでの日

常とは違う 、 新しい生活習慣、 新たな常態・ 常識などで過

ごすこと。  
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ネーミ ングライツ

バス停名に、スポンサーとなる商店名や企業名を愛称とし

て付ける権利（ 命名権） のこと。 スポンサーから掲載料を

受け取ることで、その収入をバスの運行経費に充てること

が可能となる。  

乗合タクシー 

指定の場所（ ミ ーティ ングポイント ） から目的地（ 特定施

設） まで、 お客様の希望時間帯、 乗車場所などの要望（ デ

マンド ） に、 民間タクシーより 安価な料金で応えるタクシ

ー車両による公共交通サービス。  

廃止代替路線バス 
バス路線が廃止された後を受けて、 自治体（ 市町村） が直

営または事業者に依頼して運行している路線バス。  

バリアフリ ー 

障がい者や高齢者が、 社会生活を営む上での物理的障が

い、 精神的障がいを取り 除く ための施策、 もしく は取り 除

かれた状態。  

Ｐ ＤＣ Ａ サイクル 

Pl an（ 計画）、 Do（ 実行）、 Check（ 検証）、 Acti on（ 改善）

の頭文字を取った「 計画・ 実行・  検証・ 改善」 を継続的に

繰り返す仕組みのこと。  

ポスト コロナ 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により 行動様式や

価値観の変化が生じ て、 それが社会に定着する期間のこ

と。  

Ｍａ ａ Ｓ （ マース）  

Mobi l i ty as a Servi ce の略。 I CT（ 情報通信技術） を活

用して、  マイカー以外の全ての交通手段による移動を１

つのサービスとしてとらえ、出発地から目的地までの移動

ニーズに対して最適な 移動手段をシームレス※に提供す

る新たな移動の概念のこと。  

※「 継ぎ目のない」 という 意味で、 利用者が、 複数のサー

ビスを違和感なく 利用できる環境のこと。  

モビリ ティ  移動性・ 機動性のこと。  
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Ｊ Ｒ加太駅舎改修事業の概要

Ｊ Ｒ加太駅舎について、鉄道利用者の利便性向上をはじめ、歴史観光資源や地域のにぎわい交流・

情報発信の新たな拠点として整備を行いました。その概要は、次のとおりです。 

１．工事概要について

（ １） 工  期  令和３年７月５日（ 月） から令和４年３月１０日（ 木） まで 

（ ２） 施工業者 工事  有限会社丸昌組 

監理  株式会社田端隆建築設計 

（ ３） 改修内容 

① 構造改修  

昭和１１年に建築された旧耐震構造の木造建築物のため、耐震補強を行いました。補強の

主な内容は、鉄筋コンクリート基礎による補強と耐力壁の設置で、これらにより耐震性の向

上を図りました。 

② 外部改修 

屋根の一部が建築当時のセメント瓦や増築時の波型スレートの部分を、耐久性と意匠性の

向上を兼ねた陶器瓦にしました。また、駅の顔である駅前広場側の外壁は、鋼板張をレトロ

な雰囲気を演出する左官塗材（ 上半分） と下見板張り（ 下半分） に仕上げています。  

窓については、アルミサッシ・ アルミ格子から木製建具に改修し直すことで、外壁と共に

建築当時の面影を再現し、周囲の歴史景観を感じることのできる町並みと調和するような外

観としました。 

③ 内部改修 

■ 加太サロン（ 旧事務室）  

通学や通勤等の駅の利用者だけでなく 、地域の方、地域を訪れた登山者等も気軽に集える

ような憩いの場「 加太サロン」 として、地域のにぎわい交流、情報発信の新たな拠点として

機能するよう、展示スペースやおもてなしに必要な設備などを整備しました。 

改修内容としては、 既設の家具など利用可能なものは塗装等を行って再利用しつつ、新

たに入口の建具、カウンター、キッチン及び収納を設置しました。また、待合室と加太サロ

ンの間のカウンターの窓も親しみのあるしつらえにするとともに、地域の方が展示できるコ

ーナーを整備し、地域の子どもたちと共同制作した飾り窓も設置しています。 

■ 待合室 

待合室は、Ｊ Ｒ利用者だけの待合室としてだけでなく 、コミュニティバスの待合室、地域

のイベント等での集会場等として多目的に利用できるよう、加太サロンとも統一感のある仕

上げとしました。 

■ 公衆用トイレ 

利用者の人数、属性を考慮し、男女別の多目的トイレと男子用小便器ブースを設置しまし

た。多目的トイレは、車椅子利用者だけでなく 高齢者や小さな子どもを連れた利用者も快適

に利用できるユニバーサルデザインとしています。

資料４
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【 改修内容】

平面図 

【 写真】

外観（ 改修前） 外観（ 改修後）

立面図 

耐震補強 内装改修 公衆用トイレ整備

外壁・ 建具改修屋根改修
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待合室

改札

JR機械室

多目的トイレ

加太サロン

ユニバーサルデザインに配慮 開業当時の切符売り場をそのまま活用

ステンドグラスとアートパネル 

ＪR加太駅舎 

明治２９年9月、加太柘植間の開通により営業を開

始した加太駅。現在のＪＲ加太駅舎は、昭和１１年から

続く名駅舎として、木造駅舎１００選にも選ばれていま

す。昭和４０年代のＳＬブームの際には、関西本線随一

の難所「加太越え」 

に挑む蒸気機関車

の雄姿を撮影する

ため、多くの鉄道

ファンが降り立っ

た駅舎としても知

られています。 昭和40年代の駅舎

錫杖ヶ岳が一望できる大きな格子窓 

展示スペース 

施設案内 
気軽に集える憩いの場 統一感のある待合スペース
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２．地域との協議経過

①  令和元年 ８月２３日    加太地区まちづく り協議会との協議

令和元年 ②  １０月２０日    加太駅舎活用委員会との協議

令和元年 ③  １１月  ３日    加太駅舎活用委員会との協議

令和元年 ④  １１月２８日    加太駅舎活用委員会との協議

令和２年  １月１７日    先進地視察【 笠置駅（ 笠置町）、京終駅（ 奈良市）、柳本駅（ 天理市）、畝傍駅（ 橿原市）】

令和２年 ⑤    ７月２８日    加太駅舎活用委員会との協議

令和２年 ⑥  １０月  ８日    加太駅舎活用委員会との協議

令和２年 ⑦  １０月２９日    加太駅舎活用委員会との協議

令和３年  ２月１２日    加太駅舎活用委員会役員への実施設計の内容報告 

令和２年６ ⑧  ６月２３日    加太駅舎活用委員会との協議

令和２年６ ⑨  ７月２１日    加太駅舎活用委員会との協議

令和２年６ ⑩  ９月２４日    加太駅舎活用委員会との協議

令和２年 ⑪  １０月２７日    加太駅舎活用委員会との協議

令和４年  ２月１０日    加太駅舎活用委員会役員との運用管理等の打合せ 

令和２年６ ⑫  ２月２２日    加太駅舎活用委員会との協議

３．地域交流拠点「 加太サロン」 について

（ １） 開所時間 １０時から１２時まで、１３時から１６時まで 

（ ２） 休所日  月曜日、祝日及び年末年始（ 12/29～1/3）  

（ ３） 運営主体 加太地区まちづく り協議会
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亀山市地域公共交通会議規約（案） 

（目的）  

第１条 亀山市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）は、道路運送法（昭和２６年法

律第１８３号）の規定に基づく地域公共交通会議として、地域における住民生活に必要なバ

ス等の確保その他旅客利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必

要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１

９年法律第５９号）第６条第１項の規定に基づき、亀山市の総合的な公共交通に関する計

画（以下「公共交通計画」という。）の作成に関する協議、公共交通計画の実施及び実施に

係る連絡調整を行うため設置する。  

（事務所）  

第２条 交通会議は、事務所を亀山市本丸町５７７番地（亀山市役所内）に置く。  

（所掌事務）  

第３条 交通会議は、第１条の目的を達成するために、次に掲げる事項を所掌する。  

(１)地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃及び料金等に関する事項 

(２)市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 

(３)公共交通計画の作成及び変更の協議に関する事項 

(４)公共交通計画の実施に関する事項 

(５)公共交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項 

(６)その他交通会議の目的を達成するために必要な事項 

（構成員）  

第４条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。  

(１)学識経験者 

(２)市民又は地域公共交通の利用者の代表  

(３)一般旅客自動車運送事業者又はその組織する団体の代表者又はその指名する者 

(４)一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者又は

その指名する者  

(５)鉄道事業者又はその組織する団体の代表者又はその指名する者 

(６)運輸支局長又はその指名する者  

(７)三重県（三重県公安委員会を含む。）及び亀山市の職員  

(８)その他協議会が必要と認める者 

（役員）  

第５条 交通会議に、次の役員を置く。  

(１)会長 １人  

(２)副会長 １人  

(３)座長 １人  

(４)監事 ２人  

資料６ 



２ 会長は、副市長とする。  

３ 副会長、座長及び監事は、委員の中から互選する。  

（職務）  

第６条 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。  

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。  

３ 座長は、会議の議長となる。  

４ 監事は、交通会議の監査事務を行う。 

（任期）  

第７条 委員の任期は、委員に就任した日からその日の属する年度の翌年度の末日までとす

る。ただし、補欠の委員及び補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。  

２ 委員は、再任されることができる。  

（会議）  

第８条 会議は、会長が招集する。  

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。  

３ 委員は、都合により会議を欠席する場合、代理の者を出席させることができることとし、あら

かじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもって当該

委員の出席とみなす。 

４ 会議の議事は、原則として全会一致をもって決するものとする。ただし、意見が分かれた場

合において、議長がやむを得ないと認める場合は、出席委員の３分の２以上の賛成で決す

るものとする。  

５ 交通会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議

事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。 

６ 必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、会議への出席を依

頼し、又は助言等を求めることができる。 

（協議結果の尊重義務）  

第９条 会議で協議が整った事項については、交通会議の委員は、その協議結果を尊重しな

ければならない。  

（協議済み事項の軽微な修正・変更）  

第１０条 交通会議において協議が整った事項に関する軽微な修正・変更については、交通

会議での協議を省略することができるものとする。 

２ 前項における軽微な修正・変更とは、別表１に掲げるものとする。 

（分科会）  

第１１条 会長は、第３条各号に掲げる事業について専門的な調査又は検討を行うため、必

要に応じ協議会に分科会を置くことができる。  



２ 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

（経費）  

第１２条 交通会議の経費は、負担金、補助金、繰越金その他の収入をもって充てる。 

（財務に関する事項）  

第１３条 交通会議の予算編成、現金の出納その他の財務に関し必要な事項は、会長が別に

定める。  

（交通会議が解散した場合の措置）  

第１４条 交通会議が解散した場合は、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長で

あった者がこれを決算する。 

（事務局）  

第１５条 交通会議の事務を処理するため、事務局を置く。  

２ 事務局は、亀山市政策部政策推進課に置く。  

３ 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。  

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（委任）  

第１６条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が会議に諮って定める。  

附 則  

１ この規約は、平成２４年１月１２日から施行する。 

  ２ この規約は、平成２５年４月１日から施行する。 

３ この規約は、平成２８年６月１日から施行する。 

４ この規約は、平成２９年９月１５日から施行する。 

５ この規約は、平成３０年４月１日から施行する。 

６ この規約は、令和４年４月１日から施行する。 

別表１（第１０条関係） 

・バス停名称の変更 

・バス停の新設又は廃止を伴わないルートの変更 

・ルートの変更を伴わないバス停の位置変更等 

・運行本数の変更を伴わない運行時刻の修正



令和３年度事業報告について

年月日 

場所 
事業内容 

令和 3 年 

4 月 26 日 

書面による開催 

令和３年度 第１回亀山市地域公共交通会議 （書面） 

○ 「役員の選任」について 

6 月 28 日 

書面による開催 

令和３年度 第２回亀山市地域公共交通会議 （書面）  

○ 令和２年度及び令和３年度の会計報告等について 

○ 令和２年度地域公共交通事業評価について 

○ 地域公共交通確保維持事業（亀山市地域内ﾌｨｰﾀﾞｰ系統確保維持計画）について 

○ 野登ルートのダイヤ改正について 

○ 乗合タクシー地域停留所の追加設置要望について 

11 月 29 日 

亀山市役所 

令和３年度 第３回亀山市地域公共交通会議  

○ 地域公共交通計画策定について 

○ 再編路線等の状況及び検証等について 

  地域公共交通確保維持改善事業評価（亀山市地域内ﾌｨｰﾀﾞｰ系統確保維持計画事業評価）

○ 新規参入事業者について 

○ 乗合タクシー停留所の追加設置要望について 

令和 4 年 

2 月 16 日 

書面による開催 

令和３年度 第４回亀山市地域公共交通会議 （書面）   

○ 地域公共交通計画策定について 

○ 乗合タクシーの利用促進策について 

3 月 7 日 

書面による開催 

令和３年度 第５回亀山市地域公共交通会議 （書面）    

○ 地域公共交通計画（最終案）について 

○ 乗合タクシーの利用促進策について 

資料７ 



令和３年度収支決算について

歳入の部 （単位：円）

499,000 499,000 0

0 0 0

182,280 182,280 0

720 4 ▲  716

682 ,000 681 ,284 ▲  716

歳出の部 （単位：円）

▲  191 ,180会議費 395,000 203,820

▲  9 ,464事務費 30,000 20,536

247 ,000 245 ,630 ▲  1 ,370

10 ,000 0 ▲  10 ,000

682 ,000 469 ,986 ▲  212 ,014

● ●令和４年６月 日

　亀山市地域公共交通会議財務規程第９条第１項の規定に基づき、令和３年度亀山市
地域公共交通会議決算の承認を求める。

運営費

事業費

予備費

合計

 報償費、旅費

 郵送費、振込手数料等

 利用促進費

科目 予算額 決算額 比較増減 備考

負担金  亀山市負担金

歳入合計（681,284円）から歳出合計（469,986円）を差し引いた211,298円について
は、令和４年度に繰り越します。

補助金

繰越金  前年度繰越金

諸収入  預金利息

合計

科目 予算額 決算額 比較増減 備考





令和３ 年度における亀山市地域公共交通の進捗状況

○ 亀山市地域公共交通計画に基づく「目標を達成するための事業」を進めた。 

・幹線的バス路線（亀山国府線、亀山みずほ台線、亀山椋本線、亀山関工業団地線、さわやか号）の継続運行･維持に努めた。 

・地域生活バス路線等（野登ルート、白川ルート、東部ルート、南部ルート、西部ルート、加太地区福祉バス、関南部スクールバス）の運行･維持に努め、また、関南 

部地区（地域自主運行バス）と情報交換・協議を継続して実施した。 

○ 乗合タクシーの定着と利用促進を図るため、無料体験乗車券 3,000 円分を登録者全員に配布した。また、利用者の利便性向上と利用促進を図るため、制度の

見直し等について、タクシー事業者と情報交換・協議を継続して実施した。 

○ 地域公共交通計画の見直しに向けた取り組みについて、基礎資料作成のため、コミュニティバス乗降調査結果や市民アンケート調査結果の分析、まちづくり協議

会への地域意向調査等を実施し、現計画の検証を行い、最終案を作成した。 

○ 当交通会議にて、利用促進グッズ（メッセージ入り不織布マスク）を作成するとともに、バス利用促進チラシ配布（亀山みずほ台線・亀山椋本線・東部ルート・南部

ルート・西部ルート）による啓発を行うなど、バス情報の配信に取り組んだ。

令和３年度
備考

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

亀山市地域公共交通会議 ● ● ● ● ●

亀

山

市

関南部地区（地域自主運行

バス）との継続協議（随時）

乗合タクシー事業

現計画の検証及び

新計画策定に向けて

亀山市バス等検討委員会

（庁内会議） ● ● ● ●

利用促進啓発活動（随時） 公共交通利用促進チラシ配布・ PR物品作成配布（ 市コミ ュニティ バス・ 廃止代替バス等）  

無料体験乗車券発行（ 継続運行・ 利用促進啓発・ 関係団体との情報共有）、 制度の見直し検討 

関南部地区（ 地域自主運行バス） と情報交換・ 協議（ 随時）  

第１回                             第２回               第３ 回 第４ 回 

第１回          第２ 回                                  第３回               第４回  第５ 回    

（ 書面決議） （ 書面決議） （ 書面決議）（ 書面決議）

現計画の検証 骨子案作成 

地域意向調査 

最終案作成 



令和４年度事業計画（ 案） について

地域における住民生活に必要なバス等の確保やその他旅客利便の増進を図り、地域の

実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項の協議、並びに亀山市地域公共交通

計画の事業実施に関する事項や実施に係る連絡調整に関する事項について、協議等を行

います。  

また、市内公共交通を広くPRするため、利用促進啓発物品を作成します。 

※ 地域の実情に即した輸送サービスの実現にかかる事項の協議が必要となった場合は、 

亀山市地域公共交通会議を随時開催します。 

年月日 事業内容

令和4 年  

6 月  

令和４年度 第１回亀山市地域公共交通会議

○ 規約の一部改正について 

○ 令和３ 年度事業報告及び収支決算について 

○ 令和４ 年度事業計画（ 案） 及び収支予算（ 案） について 

○ 令和３ 年度地域公共交通事業評価について 

○ 地域内フィ ーダー系統確保維持計画（ 案） について など 

11 月  

令和４ 年度 第２ 回亀山市地域公共交通会議

○ 再編路線等の状況及び検証等について 

 （ 亀山市地域内フィ ーダー系統確保維持計画事業評価関係）  

○ 令和５ 年度事業計画（ 案） 及び収支予算（ 案） について など 

令和4 年   

4 月～随時  

地域の現状の把握および利用促進啓発活動

○ 路線再編地区等での地域まちづく り協議会との協議 

○ 公共交通利用促進の啓発活動の実施（ PR啓発物品作成配布等） 

○ 各地域の自主的取組み状況の確認・ 情報交換 

○ 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策 など 

資料８ 



令和４年度収支予算（案）について

歳入の部 （単位：円）

499,000 499,000 0

0 0 0

211,298 182,280 29,018

702 720 ▲  18

711,000 682,000 29,000

歳出の部 （単位：円）

▲  35 ,000会議費 360,000 395,000

事務費 43,000 30,000 13,000

298,000 247,000 51,000

10,000 10,000 0

711,000 682,000 29,000

● ●令和４年６月 日

負担金  亀山市負担金

備考

 報償費、旅費

 郵送費、報償費振込手数料等

補助金

繰越金  前年度繰越金

諸収入  預金利息

合計

科目 本年度予算額 前年度予算額

科目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 備考

比較増減

　亀山市地域公共交通会議財務規程第２条第２項の規定に基づき、令和４年度亀山市
地域公共交通会議収支予算の承認を求める。

運営費

事業費

予備費

合計

 利用促進啓発物品費（ＰＲグッズ作成）

※ 歳出科目間の流用を認める



令和４年度 利用促進啓発グッズ（ 案）

亀山市地域公共交通会議 

【 物品名】    メッセージ入りカト ラリーセット  

【 作成数】    850個 （ 想定税込み単価307円×850個）  

【 令和４年度予算額】  298, 000円 

【 カト ラリーセット イメージ】                

【 メッセージ案】



令和４ 年度における亀山市地域公共交通の推進（ 亀山市地域公共交通計画に基づく 事業の推進）

○ 亀山市地域公共交通計画に基づく「目標を達成するための事業」を進める。 

・幹線的バス路線（亀山国府線、亀山みずほ台線、亀山椋本線、亀山関工業団地線、さわやか号）の継続運行･維持に努める。 

・地域生活バス路線等（野登ルート、白川ルート、東部ルート、南部ルート、西部ルート、加太地区福祉バス、関南部スクールバス）の運行･維持に努めるとともに、関南 

部地区（地域自主運行バス）と情報交換・協議を継続して実施する。 

○ 乗合タクシーについて、新規登録者に４乗車無料体験乗車券を配布するとともに、出前講座の開催や地域ボランティアによる乗車支援等を行い、利用促進を図る。

また、利用者の利便性向上と利用促進を図るため、制度の見直し等について、引続きタクシー事業者と情報交換・協議を継続して実施する。 

○ 鉄道関係の各種同盟会や関係機関、関係市町村と連携し要望活動を引続き実施するとともに、鉄道事業者と連携し、鉄道利用者の増加へ向けた利用促進啓発活動を

実施する。 

○ 当会議にて、利用促進グッズを作成し、市内公共交通の利用促進啓発、公共交通情報の配信に取り組む。また、交通系ICカードを活用した利用促進策の検討を行う。 

○ 子どもや高齢者向けのバスの乗り方教室の開催及び子ども会や老人クラブなど地域の団体による路線バスを活用したイベント等を開催する。また、商業振興等の関係団

体と連携しつつ、市のイベント時をはじめ、令和５年１月に開館予定のＪＲ亀山駅前図書館利用者に向けてバス利用促進啓発活動を実施する。 

令和４年度
備考

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

亀山市地域公共交通会議 ● ●

亀

山

市

関南部地区（地域自主運行

バス）との継続協議（随時）

乗合タクシー事業

鉄道の利便性向上の要請と

利用促進活動（随時）
●

亀山市バス等検討委員会

（庁内会議） ● ●

利用促進啓発活動（随時） 公共交通利用促進チラシ配布・ PR物品作成配布（ 市コミ ュニティ バス・ 廃止代替バス等）  

関南部地区（ 地域自主運行バス） と情報交換・ 協議（ 随時）  

新規登録者に無料体験乗車券発行（ 継続運行・ 利用促進啓発・ 関係団体との情報共有）、制度の見直し検討 

第１回                                第２回 

第１回                      第２回       

鉄道事業者と連携し、 利用促進啓発活動 

要望活動 











































































表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

市区町村名 亀山市

人　口

人口集中地区以外 43,579

交通不便地域等 3,920

人　口 対象地区 根拠法

3,920

白木町、小川町、安坂山町、
両尾町、辺法寺町、関町坂
下、関町沓掛、関町市瀬、関
町萩原、関町福徳、加太市
場、加太向井、加太梶ヶ坂、
加太神武、加太板屋、加太中
在家、加太北在家

山村振興法

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定年
月日及び
特例適用開始年度

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

亀山市地域公共交通計画 令和4年6月20日

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、利便増進特例又は運送継続特例を適用する場合に
記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
②下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ （１））に記載のある過疎地域の人口、交付要綱

② ⑪別表７（ハ （２）（実施要領の２．（１） ））に基づき地方運輸局長等が指定する交通不
便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
（重複する場合を除く）を記載すること。

②「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ （１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場合
には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運輸
局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。








